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第１回智頭町議会定例会会議録

令和２年３月６日開議

１．議 事 日 程

第 １．会議録署名議員の指名

第 ２．会期の決定

第 ３．諸般の報告

第 ４．町長の施政方針並びに提案理由説明

第 ５．議案第 １号 令和２年度智頭町一般会計予算

第 ６．議案第 ２号 令和２年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算

第 ７．議案第 ３号 令和２年度智頭町簡易水道事業特別会計予算

第 ８．議案第 ４号 令和２年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

第 ９．議案第 ５号 令和２年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算

第１０．議案第 ６号 令和２年度智頭町公共下水道事業特別会計予算

第１１．議案第 ７号 令和２年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算

第１２．議案第 ８号 令和２年度智頭町介護保険事業特別会計予算

第１３．議案第 ９号 令和２年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算

第１４．議案第１０号 令和２年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算

第１５．議案第１１号 令和２年度智頭町水道事業会計予算

第１６．議案第１２号 令和２年度智頭町病院事業会計予算

第１７．議案第２３号 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に

ついて

第１８．議案第２４号 智頭町監査委員条例の一部改正について

第１９．議案第２５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について

第２０．議案第２６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

第２１．議案第２７号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正について

第２２．議案第２８号 智頭温水プールの管理に関する条例の一部改正について

第２３．議案第２９号 国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

第２４．議案第３０号 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条
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例の一部改正について

第２５．議案第３１号 智頭町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条

の一部改正について

第２６．議案第３２号 智頭町下水道条例の一部改正について

第２７．議案第３３号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて

第２８．議案第３４号 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

第２９．議案第３５号 企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正について

第３０．議案第３６号 智頭町消防団条例の一部改正について

第３１．議案第３７号 智頭町教育委員会教育長の任命について

第３２．議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形小

学校）

第３３．議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（旧那岐小

学校）

第３４．議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山郷小

学校）

第３５．議案第４１号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について

第３６．議案第４２号 鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏の形成

に係る連携協約の変更について

第３７．議案第４４号 字の区域の変更について

第３８．議案第４５号 字の区域の変更について

第３９．議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）

第４０．議案第１４号 令和元年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）

第４１．議案第１５号 令和元年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

第４２．議案第１６号 令和元年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）

第４３．議案第１７号 令和元年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算（第
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４号）

第４４．議案第１８号 令和元年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）

第４５．議案第１９号 令和元年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）

第４６．議案第２０号 令和元年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）

第４７．議案第２１号 令和元年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号）

第４８．議案第２２号 令和元年度智頭町病院事業会計補正予算（第３号）

第４９．議案第４３号 工事請負契約の締結について

第５０．陳情について

１．会議に付した事件

第 １．会議録署名議員の指名

第 ２．会期の決定

第 ３．諸般の報告

第 ４．町長の施政方針並びに提案理由説明

第 ５．議案第 １号 令和２年度智頭町一般会計予算

第 ６．議案第 ２号 令和２年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算

第 ７．議案第 ３号 令和２年度智頭町簡易水道事業特別会計予算

第 ８．議案第 ４号 令和２年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

第 ９．議案第 ５号 令和２年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算

第１０．議案第 ６号 令和２年度智頭町公共下水道事業特別会計予算

第１１．議案第 ７号 令和２年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算

第１２．議案第 ８号 令和２年度智頭町介護保険事業特別会計予算

第１３．議案第 ９号 令和２年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算

第１４．議案第１０号 令和２年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算

第１５．議案第１１号 令和２年度智頭町水道事業会計予算

第１６．議案第１２号 令和２年度智頭町病院事業会計予算

第１７．議案第２３号 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に

ついて
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第１８．議案第２４号 智頭町監査委員条例の一部改正について

第１９．議案第２５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について

第２０．議案第２６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

第２１．議案第２７号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正について

第２２．議案第２８号 智頭温水プールの管理に関する条例の一部改正について

第２３．議案第２９号 国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

第２４．議案第３０号 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条

例の一部改正について

第２５．議案第３１号 智頭町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条

の一部改正について

第２６．議案第３２号 智頭町下水道条例の一部改正について

第２７．議案第３３号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて

第２８．議案第３４号 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

第２９．議案第３５号 企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正について

第３０．議案第３６号 智頭町消防団条例の一部改正について

第３１．議案第３７号 智頭町教育委員会教育長の任命について

第３２．議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形小

学校）

第３３．議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（旧那岐小

学校）

第３４．議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山郷小

学校）

第３５．議案第４１号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について

第３６．議案第４２号 鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏の形成

に係る連携協約の変更について

第３７．議案第４４号 字の区域の変更について
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第３８．議案第４５号 字の区域の変更について

第３９．議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）

第４０．議案第１４号 令和元年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）

第４１．議案第１５号 令和元年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

第４２．議案第１６号 令和元年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）

第４３．議案第１７号 令和元年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）

第４４．議案第１８号 令和元年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）

第４５．議案第１９号 令和元年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）

第４６．議案第２０号 令和元年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）

第４７．議案第２１号 令和元年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号）

第４８．議案第２２号 令和元年度智頭町病院事業会計補正予算（第３号）

第４９．議案第４３号 工事請負契約の締結について

第５０．陳情について

１．会議に出席した議員（１１名）

２番 安 道 泰 治 ３番 國 本 誠 一

４番 河 村 仁 志 ５番 高 橋 達 也

６番 大 藤 克 紀 ７番 岩 本 富美男

８番 谷 口 雅 人 ９番 岸 本 眞一郎

１０番 酒 本 敏 興 １１番 中 野 ゆかり

１２番 大河原 昭 洋

１．会議に欠席した議員（０名）
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１．会議に出席した説明員（１５名）

町 長 寺 谷 誠一郎

教 育 長 長 石 彰 祐

病 院 事 業 管 理 者 葉 狩 一 樹

総 務 課 長 矢 部 整

企 画 課 長 酒 本 和 昌

税 務 住 民 課 長 江 口 礼 子

教 育 課 長 國 岡 厚 志

地 域 整 備 課 長 迎 山 恵 一

山 村 再 生 課 長 山 本 進

地 籍 調 査 課 長 岡 田 光 弘

福 祉 課 長 小 谷 いず美

会 計 課 長 國 政 昭 子

税務住民課参事兼水道課長 藤 森 啓 次

総 務 課 参 事 福 安 教 男

病 院 事 務 部 長 矢 部 久美子

１．会議に出席した事務局職員（３名）

事 務 局 長 柴 田 睦 子

書 記 金 谷 百 恵

書 記 松 田 絵 理

開 会 午前１０時３０分

開 会 あ い さ つ

○議長（大河原昭洋） ただいまの出席議員は１１名であります。定足数に達し

ておりますので、令和２年第１回智頭町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
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日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（大河原昭洋） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、４番、河村仁志議員、

５番、高橋達也議員を指名します。

日程第２．会期の決定

○議長（大河原昭洋） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１３日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１３日間と決定しまし

た。

日程第３．諸般の報告

○議長（大河原昭洋） 日程第３、諸般の報告を行います。

監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項並びに１９９条第９項の規定

に基づき、令和元年１２月分から令和２年２月分までの例月出納検査報告書並び

に令和元年度定期監査結果報告書が提出されました。お手元に写しを配付してお

りますのでご承知ください。

次に、陳情の処理経過及び結果について、智頭町長から報告がありました。お

手元に写しを配付しておりますのでご承知ください。

次に、鳥取県東部広域行政管理組合議会が去る令和２年２月１０日から１２日

に開催され、議案７件が可決されました。なお、議案等につきましては、議会事

務局にて閲覧していただきますようお願いします。

次に、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会が去る令和２年２月３日に開催され、

議案８件が可決されました。なお、議案等につきましては、議会事務局にて閲覧
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していただきますようお願いします。

次に、今期定例会の説明員につきましては、２月２８日付をもって、町長並び

に教育長に出席の要求をしております。

次に、前定例会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので後ほどごらんいただき、議会活動、また、議員活動に資していただければ

と思っております。

以上で、諸般の報告を終わります。

日程第４ 町長の施政方針並びに提案理由説明

○議長（大河原昭洋） これから、議案第１号 令和２年度智頭町一般会計予算

から、議案第４５号 字の区域の変更についてまでの４５議案を一括して議題と

します。

日程第４、町長の施政方針並びに提案理由の説明を求めます。

寺谷町長。

○町長（寺谷誠一郎） 本日ここに、第１回定例町議会を召集しましたところ、

議員各位にはご多忙のところ出席いただき、まことにありがとうございます。

まず初めに、新型コロナウイルス感染症は中国での感染の広がりに続き、韓国

やイタリアでも感染者が急増するなど、世界全体での感染拡大が続いています。

我が国においても連日感染者が確認される状況にあり、政府はスポーツや文化イ

ベントの延期要請を行うとともに、全国全ての小・中学校、高等学校、特別支援

学校について、春休みまでの臨時休業要請をするなど、大規模感染リスクを避け

るための対策を打ち出したところです。

感染の広がりとこれらの対策は、国民生活の多方面にわたり多大な影響を及ぼ

していますが、本町としてはこの要請のほか、国の基本方針に基づき、感染拡大

防止に向けた対策を行うとともに、町民の生活に混乱が生じないよう必要な対策

を講じることとしています。

さて、昨年１２月の定例町議会において、６月の町長選挙に立候補しない旨を

表明したところであり、今定例会は私にとって最後の定例会となります。平成９

年６月に初当選して以来、議会をはじめ町民の皆様のご理解とご協力をいただき

ながら、町長の任を担わせていただきましたことに対し、まずはお礼を申し上げ
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る次第であります。

私は、町長就任以来、疲弊した世の中にあって地方の時代、田舎のよさが見直

されるときが必ずやってくると信じ、「みどりの風が吹く疎開のまち智頭」をま

ちの表札として掲げ、低迷する林業と農業にあえて光を当て、訪れる人が癒され

るまちを目指して諸施策に取り組んできました。

平成３０年２月には、住民の生活となりわいとしての林業、森林という地域風

土により形成された智頭の林業景観が、林業を主体とした景観としては全国で初

めて国の重要文化的景観に選定されました。これは、江戸時代から続く長い歴史

の中で形づくられた智頭林業の価値が文化財として認められたものであり、「林

業・農業を軸とした町民が主役の魅力ある元気なまち」を町の将来像として取り

組んできた諸施策や森林セラピー、森のようちえんなど、森を生かした取り組み

が実を結んだものであります。

平成９年に立ち上げ２４年目を迎える日本１／０村おこし運動も、集落から地

区に進化し、それぞれの地区振興協議会では地域経営を模索するさまざまな取り

組みを、旧小学校空き校舎の利活用とともに積極的に実践していただいており、

着実に成果が見えてきているところであります。

また、本年９月で１３年目を迎える百人委員会につきましても、一般から中学

生、智頭農林高校生、鳥取大学生、さらに新年度には小学生たちの夢を引き出す

企画が始動するなど、幅広い年齢層からの提案をいただくまでとなり、その提案

は本町の魅力発信と活性化に大きく貢献しており、その活動は町民の自立度を高

め、本町ならではの住民自治実践による活力ある地域づくりとして推進されてい

るところであります。

このような長年にわたる取り組みが評価され、昨年７月には国連が定める持続

可能な開発目標を達成するための、すぐれた取り組みを推進するＳＤＧｓ未来都

市に本町が選定されました。これは、日本１／０村おこし運動や百人委員会など、

住民自治実践の取り組みが持続可能なまちづくりを寄与するものであり、国際的

にも通用すると認められたものであります。

また、最近「にぎやかな過疎地」という言葉が言われ始めています。にぎやか

な過疎地とは、人口は減少しているものの住民や地域運営組織、移住者、外部の

さまざまな人や大学、企業など、いろいろな主体がまざり合って、わいわいがや

がやと地域の課題に対応しようとしている地域のことを言うそうですが、まさに
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現在の智頭町そのものではないでしょうか。

振り返ってみますと、平成１１年から始まった平成の大合併の大波に揺れた本

町は、平成１４年１２月に当時の町議会が単独町政存続を決議された以降、合併

か単独かまちを二分した議論となり、翌１５年１０月の住民投票の結果を受けて、

鳥取市を中心とした合併協議会が設置され、翌１６年４月に実施した合併の賛否

を問う住民投票により合併が選択されたことに伴い、単独町政存続を目指してい

た私は町長の職を辞することとなりました。

その後、合併協定調印を受けた合併関連議案が町議会に提案されましたが、１

０名の議員が合併反対を唱え議案を否決、再上程された議案も再度否決されたた

め単独町政に向かうものと考えられましたが、６月に行われた町長選挙において

合併を訴えた候補が当選されたことに伴い、３度目の合併関連議案が平成１６年

７月８日に上程されましたが、同様に１０名の議員の反対により否決された結果、

２年の長きにわたり大きく揺れた合併議論は、ここに単独町政存続で決着するこ

ととなりました。

平成の大合併の渦に巻き込まれてしまうこともなく単独自立の道を選択し、本

町ならではの豊かな資源や自然環境を生かしつつ、小さいながらもきらりと光り

輝く住みよいまちづくりを推進できますことも、智頭町を愛し郷土を守るため決

断された当時の町議会議員の勇気のたまものであると、改めて心から敬意と感謝

を申し上げる次第であります。

私は、平成２０年６月に町長に再度当選して以来、この豊かな自然環境に恵ま

れた智頭町を、次代を担う子どもたちの世代に引き渡すため、先ほども述べた日

本１／０村おこし運動や百人委員会など、快適で魅力あふれる元気なまちづくり

を進めるための施策を展開してまいりました。あわせて、町内６小学校の統合に

よる新たな智頭小学校の開校、智頭中学校の改築、一元化によるちづ保育園の整

備など、次代を担う子どもたちのための教育環境整備を進めてまいりましたが、

本年９月には新しいまちづくりの拠点であり情報の源である、ちえの森ちづ図書

館も完成し、さらなる教育環境整備が進むこととなります。

また、平成２７年１２月に宣言した、家族や隣近所、地域など社会の中で支え

合う、向こう３軒両隣の精神に基づく「おせっかいのまちづくり」については、

町の将来像である「一人ひとりの人生に寄り添えるまち」の実現に向け、智頭ら

しい地域福祉とともに推進しており、新年度には町外の高校や大学などで学ぶ本
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町出身の子どもたちを支援する、おせっかい奨学パッケージもスタートします。

これは、おせっかい奨学ローンに対する利子補助や卒業後１０年以内にまちに帰

った場合の元金補助のみならず、町内企業等や町民参加によるおせっかい奨学基

金の造成や、役場職員などが奨学生の相談に応じたり、ふるさと交流会を開催す

るなど次代を担う子どもたちのため、町民がこぞっておせっかいのまちづくりを

一歩進めるものであります。

町長として５期１９年の長きにわたり町政を担わせていただき、私なりには全

力で職務に邁進することができたと、大変満足しているところでありますが、智

頭町の将来を見据えた結果、町政を次の時代に託すことがまちの将来のためと考

え、このたび町長を辞する決断をしたところであります。

議員の皆様方には、立場や考えの違いもあったことでしょうが、長年にわたり

それぞれご理解をいただき、町民の皆様にもご支援とご協力をいただきましたこ

とに改めてお礼を申し上げます。本当に大変ありがとうございました。

以上、退任に臨む所感を述べさせていただきましたが、次に、本定例会に提案

する諸議案の説明に先立ちまして、在任期間３カ月弱ではありますが、令和２年

度に臨む私の所信の一端を申し述べ、本議会を通じ住民皆様のご理解とご協力を

いただきたいと思います。

令和２年度当初予算編成に当たっての基本姿勢であります。

我が国経済は、デフレから脱却し成長傾向を維持しているとされていましたが、

最新のＧＤＰ速報値がマイナス成長に転落するなど、低迷の懸念が強まっていま

す。また、相次ぐ大規模自然災害や中国の需要減少、新型ウイルス感染症の世界

的な拡大などの影響により、経済がさらなる落ち込みとならないか、注視する必

要があります。

財政面では、国、地方の税収は景気回復の継続等により過去最高となるものの、

我が国の財政は引き続き厳しい状況にあり、新経済財政再生計画では団塊の世代

が７５歳になり始める２０２２年までの３年間を基盤強化期間と位置づけ、引き

続き経済再生と財政健全化を着実に取り組むこととされているところであり、地

方歳出についても歳出改革等の加速・拡大に取り組むことにより、財政健全化に

つなげ、地方の安定的な財政運営を確保しつつ、地方交付税制度をはじめとする

地方行財政改革を進めるとされています。

このような中、令和２年度の地方財政計画では、地方が人づくり改革の実現や
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地方創生の推進、地域社会の維持・再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、安

定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額では前年度１．２％上回

る額が確保され、地方交付税にあっても２．５％の増となり、臨時財政対策債を

含めた実質的な地方交付税で見ても１．０％の増となっていますが、今後も進め

ることとされている地方交付税制度をはじめとする地方行財政改革が、本町財政

に影響を及ぼすことが懸念されるところです。

本町においては、自主財源である町税のうち市町村民税が個人の営業所得など

の減及び法人税割の減により減収となり、町税全体でも大幅な減収見込みとなる

など一般財源の確保が困難となる一方、公債費などの義務的経費は累増するほか、

新たな行政課題への対応に要する経費の増など、厳しい財政状況が続くものと見

込まれます。このため、令和２年度諸予算編成に当たっては新規事業は抑制しつ

つ、既存事業についても全ての事業に検証した上で、廃止や制度設計の見直しを

行うなど経費の効率化を図り、無駄を排除して予算の適正化に努めたところであ

ります。

しかしながら、このような財政状況にあってもＳＤＧｓ未来都市としての役割

を果たしつつ、第７次智頭町総合計画と第２期智頭町総合戦略を踏まえた諸施策、

事業を着実に実施していかなければなりません。第７次総合計画では、「一人ひ

とりの人生に寄り添えるまちへ」を町の将来像に掲げ、これまで培ってきた地域

資源を主役である町民が認識し、町民と行政が連携し合いながら共通のまちのビ

ジョンを描き、豊かで幸せな「ちづ暮らし」を実現できる社会を目指すこととし

ております。

明日の智頭町は住民が光り輝き、元気な集落、元気な地区が形づくるものであ

ると考えており、そのことが理想とする地域自治、住民自治につながっていくも

のと信じ、諸施策に取り組んでまいりました。現在、地方創生の名のもと、全国

の自治体がさまざまな事業に取り組んでいますが、日本１／０村おこし運動、百

人委員会など、本町が取り組んできた活動はまさに地方創生の先駆けであり、今

後も住民と行政が協働することにより、住民自治力を高め、その役割を果たすべ

く、さらなるまちづくりに邁進してまいります。

また、みんなで支え合う智頭らしい地域福祉の実現につきましても、地域との

つながりに重点を置き、それぞれの地域の個性を生かし、支え合いながら住みな

れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域の皆様とともに考え推進すること
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としております。

さて、国が昨年１２月に第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定し、

地方創生の新たな展開としての飛躍に向け動き出しましたが、本町においても第

１期智頭町総合戦略の検証を行うとともに、第２期智頭町総合戦略を今年度中に

策定します。国の第２期総合戦略は、東京圏への人口の過度の集中を是正し、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維

持することを目的としていますが、本町における総合戦略はまちづくりの礎であ

る住民自治をさらに進め、防災や交通面においても住民と行政の連携を深め、共

助による取り組みを強化していくこと、また、先人から引き継いだ伝統や文化、

そして景観を継承し、持続可能なまちを目指すことを目的に策定することとして

います。

近年、頻発化・激甚化する自然災害は、住民生活や産業経済に多大な影響を及

ぼすこととなり、これら自然現象の脅威から町民の生命、財産を守るため、災害

に強い安全安心な地域づくりを進めることは地方創生の基本であります。このた

め、国土強靭化地域計画に基づき、道路・橋梁の整備、ライフラインの整備強化

や自助・共助による地域防災力向上など、ハード・ソフト両面の対策について全

力で取り組むとともに、災害に備えた消防・防災体制の整備を図ってまいります。

福祉・健康分野では、引き続き、智頭町に暮らす全ての住民が住みなれた地域

でともに支え合いながら希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かな自立した生活

を送ることができるまちを目指し、居場所づくりを展開するとともに、智頭病院

と連携して地域リハビリテーション活動の推進に努めながら、介護予防に力を入

れた地域づくりの支援を進めてまいります。

また、保険・医療・福祉対策を一体的に推進し、町民が健康で生き生きと生活

できるよう、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し、疾病予防、健診事業、

健康づくり事業、介護予防事業などの充実や地域包括ケア体制構築を進めてまい

ります。

子育て支援分野では、少子化・核家族化、共働き家庭の増加など、子どもを取

り巻く社会状況を踏まえ、子どもの居場所事業、学習支援事業を継続するととも

に、産前・産後ケアの充実など、妊娠・出産・子育ての各場面で切れ目のない支

援を行います。また、虐待をはじめとする問題や課題を抱える子どもの対応につ

いては、保健・福祉部門の専門的かかわりをより強化し、教育関係機関と連携の
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もと支援の充実を図ってまいります。

移住・定住促進対策につきましては、本町への移住希望者は特に子育て世代を

中心に増加傾向にありましたが、近年若干伸び悩む状況となりました。豊かな自

然のみならず、本町の特性を十分引き出し、智頭を本気で好きになっていただけ

る方をふやすよう、いま一度施策の充実を図るだけではなく、移住者同士のネッ

トワークの構築を図るなどし、移住・定住人口の増加につなげてまいります。

林業につきましては、９３％が森林で覆われた本町において重要な基幹産業で

ある林業を中心に、山に基軸を置く暮らしをいかに再生していくかが大きな課題

であり、引き続き人材確保や育成のための仕組みを構築しつつ、森林整備や木材

利用の推進につなげていくための施策を着実に進めてまいります。

農業につきましては、農業従事者の高齢化、担い手不足、鳥獣による農作物被

害など、多くの課題を抱える中で、農地利用の適正化を図るとともに、本町の豊

かな自然環境が育む「ホンモノの農産物」の供給体制づくりを積極的に推進して

まいります。

教育分野では、次代を担う子どもたちの確かな学力と豊かな心、健やかな体を

育成するため、引き続き、教育環境の充実を推進するとともに智頭町らしい特色

ある教育を進めてまいります。

病院事業につきましては、診療圏人口の減少にあっても「安全・安心に暮らせ

る健康長寿のまちづくり」の理念のもと、地域ニーズに応えるべく、引き続き地

域包括ケアの充実を図り、健全経営に向け鋭意取り組んでまいります。

このような考えのもと編成した令和２年度一般会計予算は、経費の効率化を図

り、予算の適正化に努めながらも、安全で安心な快適で魅力あふれる元気なまち

づくり実現に要する経費を計上したところであり、予算総額は前年度比６億７，

０００万円、９．９％減の６１億２，０００万円となりました。

それでは、諸議案を審議いただくに当たり、提案しています議案についてその

概要を説明します。

まず、議案第１号 令和２年度智頭町一般会計予算の概要について説明します。

「森の恵みを活かしたまちづくり」でありますが、我がまちならではの子育て

施策である森のようちえん事業では、県独自の認証制度による事業者への運営支

援のほか、保育料無償化に伴う施設等利用給付費を措置しています。

地籍調査事業につきましては、引き続き大字大屋の一部及び大字八河谷の一部
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の一筆地調査を実施するとともに、新たに大字中原の一部の一筆地調査を実施す

ることとしています。また、引き続き、山林調査を智頭町森林組合に委託すると

ともに、新たに大字大屋の平地及び山、大字中原及び大字八河谷の平地及び山の

調査を直営で実施することにより、さらなる事業の進捗を図ることとしています。

平成２２年に本町が森林セラピー基地に認定されてから、本年４月で１０年が

経過します。改めて健康増進への活用など町民の皆様に周知するとともに、森林

セラピーのＰＲに今まで以上に力を入れ、県内外からの誘客促進や企業研修等へ

の対応を進めてまいります。

林業では、間伐をはじめとする森林整備の推進、路網整備や機械化による低コ

スト林業の推進、原木市場への智頭材の安定供給、木材住宅等における智頭材の

利用促進、森林環境譲与税を活用した人材育成スキームの構築、鳥取茸王をはじ

めとする原木シイタケの生産振興など、「森の恵みを活かしたまちづくり」を引

き続き進めることとしています。

また、公共林道事業では、林道宇波竹之下線林業専用道の早期完了を目指しま

す。

農業につきましては、集落単位での今後の農業の方向づけ、新規生産者や後継

者の確保、担い手への農地集積や遊休農地の解消による農地利用最適化の推進、

特産農産物の生産振興、ジビエ振興を絡めた鳥獣被害対策の推進、畜産振興に向

けた和牛の増頭支援などに積極的に取り組んでいくとともに、新たにスマート農

業の導入に向けた検討に取り組むこととしています。

「安全・安心に暮らせる健康長寿のまちづくり」でありますが、地域情報化推

進事業につきましては、住民生活に不可欠なインフラとして定着している光基盤

の保守及び維持を行うとともに、利用支援、機器故障などに対応するため、引き

続き地域見守り支援員を配置することとしています。また、告知端末の更新時期

に近づいており、更新に向けた検討を行ってまいります。

コミュニティバス運行事業では、すぎっ子バスの安全な運行はもとより、喫緊

の課題である公共交通のあり方について地域公共交通計画を策定し、これからの

本町の交通体系の方向性を示すとともに、計画実現に向けた取り組みを行うこと

としています。

賦課徴収費では、利用制限のある土砂災害特別警戒区域について、固定資産評

価に減価補正を行うための調査を行います。
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戸籍住民基本台帳事務では、戸籍事務にもマイナンバー制度が導入されること

となり、戸籍システムの改修を行うとともに、個人番号カードの普及促進に向け、

申請専用タブレットを導入することとしています。

障がい者施策では、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、障害者

総合支援法に基づく事業や、相談支援事業などの地域生活支援事業等を引き続き

実施します。

特別医療費では、小児・障がい者・ひとり親家庭への医療費自己負担分の助成

を措置しています。

また、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業、就労支

援事業、家計相談支援事業、子どもの学習支援事業、子どもの居場所事業を引き

続き実施するとともに、近年問題となっている子どもの貧困問題についての実態

調査を実施し、今後の取り組みの参考とします。就労支援事業については、直営

で実施し、より身近な支援につなげてまいります。

火葬場管理事業では、令和元年度から業務停止をしている町営火葬場の解体を

行うとともに、東部広域行政管理組合移行に係る２年目の加入負担金を措置して

います。

また、特定空家対策事業において、特定空き家等の解体撤去に対する補助金を

引き続き措置しており、危険空き家等の適切な管理を推進してまいります。

次に、母子衛生費につきましては、産後健診、産前産後サポート事業、産後ケ

ア事業を実施し、妊娠期から子育て期まで孤立することがないよう、関係機関が

連携した切れ目のない支援を行います。

健康診査事業では、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がんの各検診について、引

き続き個人負担なしで実施し、受診率の向上を図ることとしています。また、人

間ドック、脳ドック、特定健診、後期高齢者健康診査をそれぞれ対象者に行うと

ともに、妊婦歯科健診、歯周疾患健診を引き続き実施し、歯の健康に対する意識

向上に努めます。また、平成２８年度に導入した健康ポイント事業について、健

康への関心を深め、より多くの方に健康づくりに取り組んでいただくよう、啓発

と参加の促進に努めてまいります。

じん芥処理事業では、令和４年度供用開始予定の新可燃物処理施設建設事業負

担金を措置していますが、建設が始まったことにより負担額が大幅に増加してい

ます。
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病院事業につきましては、経営健全化を確保するため、繰り出し基準に基づく

繰出金を措置しています。

町道事業につきましては、住民の生活環境の安定及び通勤・通学など、生活に

欠かせない社会資本であることから、道路新設改良及び橋梁長寿命化を計画的に

実施してまいります。

地方創生整備推進事業交付金事業では、県が整備を行う林道に隣接する町道を

改良し、森林整備の効率化と合わせ、交通安全上の問題解決や地域住民の利便性

向上を図ります。

また、冬季における交通の安全を確保するため、町道除雪を行うとともに、引

き続き歩道除雪機の貸与やふるさと整備土木事業など、住民ニーズに密着した事

業を実施することとしています。

急傾斜地崩壊対策事業につきましては、大内地内で実施されている事業の早期

完了を目指すとともに、新たに浅見地内の改良に着手します。

本町が進めている福祉のまちづくりの視点から、福祉のまちづくり推進事業補

助金により、集落公民館を含む民間の特定建築物のバリアフリー化を推進するほ

か、住宅の耐震化を促進するための無料耐震診断事業を実施するとともに、危険

ブロック塀の除去・改修に対する支援制度も実施するなど、住民の安全・安心の

確保に取り組みます。

町営住宅管理事業では、特定公共賃貸住宅の防犯対策のため、防犯カメラ設置

費用を措置しています。

消防・防災関係では、平成１６年度以来据え置きとしていた消防団員報酬を引

き上げるなど、団員の処遇改善に努めるとともに、消防資機材及び防災備蓄品の

整備を計画的に行います。また、県が想定した浸水想定区域を反映させるなど防

災ハザードマップの改訂を行うこととしています。

住民の日常生活に欠くことのできない、重要サービスを提供している簡易水道、

公共下水道、農業集落排水の各公営事業について、サービスの提供が安定的に継

続できるよう、それぞれ繰出金を措置しています。

「子どもから大人まで学びと成長のまちづくり」についてでありますが、百人

委員会につきましては、昨年１２月に提案された一般及び鳥取大学生による１１

プロジェクト、智頭中学校、智頭農林高等学校による６プロジェクトの企画提案

を支援し、次代を担う中学生・高校生とも連携したまちづくりを推進してまいり
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ます。

日本１／０村おこし運動では、元気で活発な地区活動を引き続き支援すること

とし、円滑な地区運営のため、人的支援として集落支援員を配置することとして

います。また、持続可能な地区活動への計画策定に対し支援することで、さらな

る住民自治の推進を図ります。

また、空き校舎等の利活用策については、現在それぞれの地域で旧小学校を拠

点に実践の取り組みが行われていますが、新年度からは山形、那岐、山郷地区、

それぞれの旧小学校に指定管理者制度を導入し、役割を明確にすることで地域と

行政の連携を強化し、地域に活力が生まれ、住民参加が促されるよう積極的に支

援することとしています。

子ども子育て支援分野では、乳児保育、一時保育、病児病後児保育、延長保育

の実施により多様な保育ニーズに応えることで、保護者の就労支援を図るととも

に、地域における子育て支援の実施に当たっては、子育て支援センター、ファミ

リーサポートセンター事業を実施し、乳幼児期に大切な親子の愛着形成と保護者

への育児支援を推進してまいります。

商工振興費につきましては、商工会及び商店が中心となって実施したまちゼミ

は、各商店街、商店の魅力発信につながり、今後の本町商工業の活性化に寄与す

ることが期待できるため、継続して支援することとしています。その他、店舗改

修に要する経費の助成のほか、新規創業・開業に対する助成、設備投資などに対

する助成なども引き続き行うこととしています。

国際交流事業につきましては、平成１１年から大韓民国江原道楊口郡と交流を

続けているところですが、昨年からの国家間の問題により実務者協議も実施でき

ない状況にあり、事業計画が定まっていないため、今後実務者協議により事業が

確定次第、交流事業を再開することとしています。なお、楊口郡へ中学生が訪問

する青少年交流については実施することとしております。

学校教育につきましては、新しい学習指導要領が令和２年度に小学校、令和３

年度に中学校で全面実施となることに伴う経費を措置するとともに、プログラミ

ング教育を含む情報活用能力の向上を図るための通信環境等を整備、また、ＩＣ

Ｔ支援員を新たに小・中学校へ配置する経費を措置しています。外国語指導助手

については、２名体制を継続することとしています。

また、学校・家庭・地域等と連携し児童生徒のさまざまな問題に取り組むため
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に、引き続きスクールソーシャルワーカーを配置するほか、小・中学校に特別支

援教育支援員を配置し、特別支援教育の充実に努めてまいります。また、小・中

学校における通学費の無償化と学校給食費の２分の１助成を引き続き実施すると

ともに、新たに高校生の通学費一部助成を行うことにより、子育て世代の負担軽

減を一層図ることとしています。

文化財保護事業では、国の重要文化的景観、智頭の林業景観の整備計画を策定

することとしています。歴史の道整備活用推進事業では、平成３０年７月豪雨に

よりき損した史跡、「智頭往来志戸坂峠越」の災害復旧工事を行います。また、

平成２１年１２月、国指定重要文化財に指定された石谷家住宅は平成１３年４月

に一般公開してから本年で２０年を迎え、４月には記念講演会及び石谷家コレク

ションの展示会を開催することとしております。

次に、「地域のつながり、家族のつながりでつくるまちづくり」であります。

移住施策につきましては、移住定住相談窓口を総合案内所に設置し、より気軽に

相談しやすい環境も整備できましたので、引き続き専任のコーディネーターを配

置し、移住定住に関する相談に応じることとしています。そのほか、各種移住定

住対策事業、住宅改修補助金（リフォーム助成）などを引き続き実施することに

より、移住定住者の増加につなげ人口の社会減少抑制を図ることとしています。

まちづくり支援事業につきましては、町内の地域づくり団体が協働して行うま

ちづくり事業を引き続き支援するとともに、町内資源を生かした先進的な事業で

新規性・モデル性が高く、事業規模の大きい新規創業・起業についても国の施策

と連動した補助制度により、引き続き支援することとしています。

地方創生事業では、更新を計画している次世代告知端末を活用した新たな機能

としてのデマンド交通の実施実験に要する経費を措置しています。また、図書館

を中心にしたにぎわい創出事業として、智頭駅前を含めた河原町商店街から智頭

宿までのエリアの活性化のための社会実験等を引き続き行い、新図書館整備をき

っかけとし、新しいチャレンジが可能となるまちづくりを進めることとしていま

す。

疎開保険につきましては、関東、関西を中心に約１６０人の方に加入いただい

ていますが、加入者にお送りする新鮮な野菜や米、清酒、加工品などの産品も大

変好評を博しています。引き続き町内の魅力ある商品を発信するなど、さらなる

加入者の増加に努めてまいります。
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地域福祉施策では、高齢者、障がい者等の生活に必要な交通手段を確保するた

めの支援として、タクシー利用費助成及び福祉有償移送サービス利用者助成をそ

れぞれ措置しています。また、おせっかいのまちづくりを引き続き啓発し、推進

してまいります。

高齢者施策では、地域支え合い基盤づくり事業、みんなで支える集落拠点整備

事業を引き続き実施することとしています。

子ども・子育て支援の分野では、保育料無償化により保護者の就労を支援する

とともに、我が家で子育て応援給付金の支給を引き続き行うなど、子育て支援策

の充実を図ることとしています。

観光振興につきましては、本町の魅力を十分に体験できる旅行商品の造成を行

い、町内外の周遊観光など広域的な観光事業の強化を行うため、一般社団法人智

頭町観光協会に対し支援を行います。また、新たに東部１市４町で鳥取県東部エ

リア観光推進協議会を設立し、東部エリアの観光振興及び周遊促進を図るための

経費を措置しています。

観光施設管理事業では、観光客の利便性向上を図るため、観光施設の維持管理

に要する経費を措置しています。

新図書館建設事業では、これまで７回の住民ワークショップ開催をはじめ、中

学生の百人委員会など多くの住民の方々と図書館づくりを行ってきました。完成

は本年秋となりますが、引き続き住民ワークショップを行い、住民とともに図書

館づくりを進めてまいります。

以上、令和２年度智頭町一般会計予算の概要を説明しました。

次に、特別会計について説明します。

議案第２号 令和２年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、

国民健康保険被保険者に対する医療給付費を措置するとともに、特定健診、智頭

町ドック及び脳ドックを引き続き実施することとしています。また、糖尿病性腎

症重症化予防事業のほか、専門機関へ委託し行う未受診者対策を引き続き実施し、

特定健診受診率向上に努めてまいります。

議案第３号 令和２年度智頭町簡易水道事業特別会計予算につきましては、各

施設の水質検査など維持管理に要する経費のほか、県工事に伴う支障水道管の移

設経費を措置しています。また、令和５年までに地方公営企業法の適用が義務づ

けられたことに伴い、適用に向け、令和２年度から３年間計画で準備を行うため
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の経費を措置しています。

議案第４号 令和２年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきま

しては、貸付金の収納及び起債償還に要する経費を措置しています。

議案第５号 令和２年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算につきまし

ては、土地開発基金利子を措置しています。

議案第６号 令和２年度智頭町公共下水道事業特別会計予算につきましては、

施設の維持管理及び起債償還に要する経費のほか、マンホールポンプの機械設備

ほか改修設計に要する経費を、また、地方公営企業法の適用に向けた準備に要す

る経費を措置しています。

議案第７号 令和２年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算につきましては、

各地区施設の維持管理及び起債償還に要する経費のほか、一昨年の西日本豪雨災

害で被災した施設の復旧に要する経費を、また、地方公営企業法の適用に向けた

準備に要する経費を措置しています。

議案第８号 令和２年度智頭町介護保険事業特別会計予算につきましては、介

護サービス、介護予防サービスの給付費のほか、要支援者等に対する介護予防、

日常生活支援総合事業に係る経費を措置しています。また、令和３年度からの

「第８期智頭町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定する経費のほか、認

知症予防教室、町内の６カ所で実施している森のミニデイ及び各集落でのミニデ

イを支援する経費を措置しています。

また、介護予防、重度化防止のための取り組みを智頭病院と連携して実施する

とともに、新たに社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを委託配置するこ

ととしています。

議案第９号 令和２年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算につきまし

ては、智頭心和苑及び智頭デイサービスセンターの維持管理及び起債償還に要す

る経費を措置しています。

議案第１０号 令和２年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費を措置しています。

議案第１１号 令和２年度智頭町水道事業会計予算につきましては、施設の維

持管理及び老朽管の修繕に要する経費のほか、アセットマネジメントの策定業務

に係る経費を、また、水源地送水ポンプなどの交換に要する経費を措置していま

す。
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議案第１２号 令和２年度智頭町病院事業会計予算につきましては、医師等専

門職確保などに係る経費のほか、医療機器等の整備に要する経費を措置していま

す。

続きまして、議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）に

ついて説明します。

総務費の地域支援事業では、富沢コミュニティセンター新築工事費の増額を、

農林水産業費の公共林道事業では、国の追加補正に伴う工事請負費の増額を、消

防費の常備消防費では、八頭消防署智頭出張所建設用地造成工事の付帯工事に要

する経費を、教育費の智頭小学校管理事業及び中学校管理事業では、児童生徒一

人一人にタブレットを配置するための情報環境整備に要する経費を、それぞれ措

置しています。

そのほか、全般にわたって人件費を含む各事業の、決算見込みに基づく事業の

調整を行っています。

以上、今回の一般会計補正予算額は、７，１３６万５，０００円の減額であり、

補正後の予算総額は、７０億９，９５８万４，０００円となりました。

また、議案第１４号から２２号までは、特別会計及び企業会計の補正予算であ

り、主に決算見込みに基づくものです。

次に、条例案件について説明します。

議案第２３号 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につきま

しては、町長及び職員等の損害賠償責任の上限を定めるものです。

議案第２４号 智頭町監査委員条例の一部改正につきましては、地方自治法の

一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。

議案第２５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正につきましては、特別職から一般職へ移行する職を削除するものです。

議案第２６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、

特殊勤務手当の区分に犬捕獲作業従事手当及び犬猫等死がい処理作業従事手当を

追加するものです。

議案第２７号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正につきましては、寄附者の

思いに柔軟に対応できるよう、寄附金を財源として行う事業の限定をなくすもの

です。

議案第２８号 智頭温水プールの管理に関する条例の一部改正につきましては、
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利用料金の減免に関する規定を見直すとともに、利用料金を改定するものです。

議案第２９号 国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正につきましては、観覧料を改定するものです。

議案第３０号 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例の

一部改正につきましては、障がい者もデイ・サービスセンター利用が可能となっ

たことに伴い、所要の改正を行うものです。

議案第３１号 智頭町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一

部改正につきましては、指定工事店の指定に係る手数料に消費税等相当額を加え

ないこととするものです。

議案第３２号 智頭町下水道条例の一部改正につきましては、指定工事店の指

定に係る手数料に消費税等相当額を加えないこととするものです。

議案第３３号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につきま

しては、民法の改正により連帯保証人制度などが見直されたことに伴い、所要の

改正を行うものです。

議案第３４号 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正につきましても、議案第３３号と同様に、民法の改正に伴い所要の改正を行う

ものです。

議案第３５号 企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

きましては、会計年度任用職員制度導入に伴い、所要の改正を行うものです。

議案第３６号 智頭町消防団条例の一部改正につきましては、消防団員報酬を

改定するものです。

次に、人事案件ですが、議案第３７号 智頭町教育委員会教育長の任命につき

ましては、長石彰祐氏の任期が令和２年３月３１日で任期満了となるため、引き

続き同人を任命することについて、議会の同意を求めるものです。

次に、議案第３８号から議案第４０号までは、公の施設における指定管理者の

指定についてです。旧山形小学校ほか、旧小学校３施設の指定管理者について、

指定先を選定しましたので、議会の議決を求めるものです。

議案第４１号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更につきましては、町道の三

田中田線改良及び奥本河津原線改良、また、防災ハザードマップ更新を新たに追

加することについて、議会の議決を求めるものです。

議案第４２号 鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏の形成に係る
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連携協約の一部変更につきましては、構成市町に兵庫県美方郡香美町が新たに加

入することに伴い、同連携協約の一部を変更することについて、議会の議決を求

めるものです。

議案第４３号 工事請負契約の締結につきましては、智頭町立富沢コミュニテ

ィセンター新築工事の工事請負契約締結について、議会の議決を求めるものです。

議案第４４号 字の区域の変更につきましては、地籍調査事業に伴い、大字芦

津地内の字の区域を一部変更することについて、議会の議決を求めるものです。

議案第４５号 字の区域の変更につきましては、地籍調査事業に伴い、大字真

鹿野地内の字の区域を一部変更することについて、議会の議決を求めるものです。

以上、本議会に提案しました諸議案の概要を説明しました。詳細については主

管課長及び担当者をもって説明させますので、よろしく審議いただきますようお

願いいたします。ありがとうございました。

○議長（大河原昭洋） 施政方針並びに提案理由の説明は終わりました。

次に、日程第５、議案第１号から日程第１６、議案第１２号までの１２議案の

補足説明及び質疑を行います。

質疑は会議規則第５５条の規定により、一問一答で行います。

なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。

また、一般会計予算の質疑については、歳入、歳出、債務負担行為から地方債

の３区分、そのほか特別会計予算、企業会計予算については歳入と歳出に分けて

行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

なお、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。

日程第５、議案第１号 令和２年度智頭町一般会計予算の補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） それでは、議案第１号 令和２年度智頭町一般会計予

算につきましては、令和２年度当初予算の概要の説明によりまして、補足説明と

させていただきますので、こちらをごらんいただきたいと思います。

令和２年度当初予算は、先ほど町長が提案理由で述べましたとおり、新規事業
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を抑制しつつ、既存事業についても検証した上で、廃止や制度設計の見直しを行

うなど経費の効率化であるとか無駄を排除、予算の適正化に努めたことによりま

して、また、新図書館建設事業など大型事業の減なども相まって、総額６１億２，

０００万円と、前年度に比較して、６億７，０００万円、９．９％の大幅な減額

となっております。

それでは、１ページの歳入から説明をさせていただきます。

町税につきましては、１，７７１万７，０００円減の、６億８，５６２万４，

０００円を見込んでおります。なお、円グラフ下の欄に増減の主なものを掲げて

おりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。町税のうち、市町村民

税につきましては、２，０５４万５，０００円の減収を見込んでおります。これ

は、個人にあっては営業所得の減、法人につきましても法人税割の減により、減

収を見込んだことによるものであります。

次に、地方譲与税につきましては、５，１５６万円増の、７，８３４万３，０

００円を見込んでおります。これは、新たに譲与される森林環境譲与税が、増額

の主な要因でございます。

地方交付税につきましては、地方財政計画において交付税の増額が示されてい

るところでありますが、令和元年度実績として、約３０億円程度を見込んでおり

ますものの、人口減、災害復旧事業の終了など減額要素を勘案しまして、前年度

同額の２４億８，０００万円としているところであります。

分担金及び負担金につきましては、８４６万５，０００円減額の、２，５６８

万６，０００円を見込んでおりますが、これは、災害復旧事業分担金が７８２万

円の減額、保育料無償化適用による、ちづ保育園費負担金の減額などによるもの

でございます。

国庫支出金につきましては、６，３１９万３，０００円減額の、４億８，８０

１万８，０００円を見込んでおります。主な要因としましては、生活保護費負担

金の増額があるものの、公共土木施設災害復旧費国庫負担金のほか、地域経済循

環創造事業交付金などの減額となったことにより、減額となっております。

次に、県支出金につきましては、９，５２９万９，０００円減額の５億６，３

４０万４，０００円を見込んでおります。これは、林業成長産業化地域創出モデ

ル事業費補助金１，０８２万円余りの増額があるものの、鳥取県中山間地域市町

村保育料無償化モデル事業補助金などの減額により、減額となっております。
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繰入金につきましては、教育施設整備基金繰入金を１億２，０００万円、定住

促進基金繰入金を２９０万円、地域活性化基金繰入金を２４７万３，０００円そ

れぞれ減額し、新たに森林整備促進基金繰入金を２，５００万円、財政調整基金

繰入金を前年度同額の８億円措置した結果、他会計繰入金を含む繰入金合計では、

９，９００万４，０００円減額の、９億３，０９９万９，０００円を繰り入れる

こととしております。

繰越金につきましては、４，６３０万円を見込んでおります。

町債は、４億７，１１０万円減額の５億４，６３０万円としておりますが、こ

れは、先ほども述べましたとおり新図書館整備事業、それから、富沢コミュニテ

ィセンター新築事業の減などに伴いまして、過疎債のハード分、計４億２，０８

０万円の減が大きな要因でございます。

過疎債ソフト分につきましては、智頭材出荷促進事業、観光事業、観光協会補

助金などに充当するため、１億３，１２０万円を措置しております。

公共施設等適正管理推進事業債につきましては、町道改良事業に伴う舗装等改

修事業充当分として、新たに２，３５０万円を措置しております。

臨時財政対策債につきましては、地方財政計画で減額が示されているため、１，

１７０万円減の１億５３０万円を見込んでおります。

続きまして、歳出の状況のうち、２ページの性質別について概要を説明させて

いただきます。

まず人件費です。２億６，６４９万９，０００円の増額となっておりますが、

職員給の増、会計年度任用職員制度移行に伴う報酬等の増などが要因であります。

物件費につきましては、会計年度任用職員制度移行に伴う賃金の減、新図書館

建設事業における備品購入費の減などに伴い、２億７，７７４万１，０００円の

減額となっております。

扶助費につきましては、生活保護扶助費、障害者給付費の増などにより、７６

４万円の増額となっております。

次に、補助費等ですが、１，１８４万３，０００円の増額となっております。

増額となっております主なものは、東部広域行政管理組合可燃物処理費負担金の

ほか、同消防費負担金、林業成長化地域創出モデル事業費補助金などであります。

減額分につきましては、地域経済循環創造事業補助金、森林作業道路網災害復旧

対策事業補助金などであります。
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普通建設事業につきましては、５億４，５０８万１，０００円の大幅な減額と

なっております。減額となっております主なものは、新図書館建設事業のほか、

富沢地区コミュニティセンター建設事業などであります。増額分につきましては、

旧智頭町営火葬場解体事業、旧那岐小学校小さな拠点整備事業、町道改良事業に

伴う舗装等改修事業など道路維持工事、除雪ドーザー購入事業、県営林道事業な

どであります。

公債費につきましては、５，８００万９，０００円の増額となっておりますが、

これは、地方債償還元金が、保育園建設事業などの元金償還開始に伴い、６，５

１８万円の増となることによるものでございます。

積立金及び貸付金につきましては、２，８０８万１，０００円の増額となって

おりますが、おせっかい奨学金基金及び森林整備促進基金の新たな積み立てとい

うことで皆増によるものでございます。

繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金、農業集落排水事業

特別会計繰出金は増となっておりますが、介護保険事業特別会計繰出金、下水道

事業特別会計繰出金の減に伴いまして、２，４２５万１，０００円の減額となっ

ております。

次に、３ページをごらんください。目的別歳出の状況でございます。

議会費は、１６５万６，０００円減額の、７，８９８万４，０００円となって

おります。

総務費につきましては、智頭町長選挙費、空き校舎等利活用推進事業、おせっ

かい奨学パッケージ推進事業などは増額となっておりますが、諸税還付金、参議

院議員選挙費などが減額となったことによりまして、１億４９８万３，０００円

の減額となっております。なお、空き校舎等利活用推進事業の増額は、旧那岐小

学校小さな拠点施設整備事業及び旧小学校施設、山形、那岐、山郷でございます

が、これの指定管理に伴うものであります。

地域支援推進事業の減額は、富沢地区コミュニティセンター建設事業費の減に

よるものでございます。

民生費は、障害者福祉費、子どもの貧困対策推進事業、生活保護扶助費の増な

どにより、５１９万７，０００円の増額となっております。

衛生費は、旧智頭町営火葬場解体事業に伴う火葬場管理事業の増、東部広域行

政管理組合可燃物処理費負担金の増に伴うじん芥処理事業の大幅増などにより、
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１億１，４４０万１，０００円の増額となっております。

農林水産業費は、４９４万７，０００円の減額となっておりますが、増額の主

なものは、森林整備促進基金積立金の増に伴う森林経営管理推進事業の増、新た

に事業統合などによって創設する山と暮らしの人づくり事業の創設による増とい

うものがありますが、減額の主なものは、ロード修繕工事の減及び事業費の見直

しに伴う森林セラピー事業の減、事業量の減による美しい森づくり基盤整備事業

の減などでございます。

なお、智頭材出荷促進事業費につきましては、出荷の促進を図るため、１立方

メートル当たりの単価を１，２００円に据え置いた上で、３万９，０００立方メ

ートル分の補助金を確保しており、手数料を含め４９２万６，０００円減の５，

２６０万５，０００円を措置しているところでございます。

商工費は、プレミアム付商品券事業廃止に伴う商工振興費の減、特産村トイレ

改修工事の減に伴う観光施設管理事業の減などによりまして、２，０１０万７，

０００円の減額となっております。

土木費は、町道改良事業に伴う舗装等改修事業の増による道路維持事業の増、

除雪ドーザー購入に伴う除雪事業の増などによりまして、５，４３９万２，００

０円の増額となっております。

消防費は、東部広域行政管理組合消防費負担金の増に伴う常備消防費の増など

によりまして、１，６２８万６，０００円の増額となっております。

教育費は、新図書館建設事業の５億４，０６２万１，０００円の減などにより、

５億９，４３５万２，０００円と大幅な減額となっております。

災害復旧費につきましては、西日本豪雨災害の林道施設災害復旧事業及び公共

土木災害復旧事業の皆減に伴い、１億９，２２４万円の皆減となっております。

公債費につきましては、保育園建設事業などの元金償還開始に伴い、５，８０

０万９，０００円の増額となっております。

次に、４ページをごらんいただきたいと思います。

基金の現状につきましては、普通会計における令和２年度末の基金残高は約１

４億２，０００万円で、前年度から約８億５，０００万円の減少を見込んでおり

ます。これは、財政調整基金８億円、教育施設整備基金６，０００万円、定住促

進基金１，４００万円など、合計９億２，６００万円を取り崩す予定としている

ことによるものでございます。なお、積み立てにつきましては、定住促進基金約
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１，９００万円、地域活性化基金２，０００万円、森林整備促進基金２，５００

万円など、合計約７，９００万円を予定しているところでございます。

また、令和元年度３月補正後の基金残高は約２２億７，０００万円で、前年度

から約３億５，０００万円の減少を見込んでおりますが、特別交付税の令和元年

度３月分が今後交付されますので、年度末の決算状況等を勘案して基金取り崩し

額の減額を検討したいと思っておりますので、決算時においては、基金残高減少

を少しでも抑えたいと考えておるところでございます。

公債費の状況につきましては、一般会計での令和２年度中起債予定額５億４，

６４０万円で、元金償還予定額６億３，２１１万６，０００円であり、差し引き

令和２年度末の起債残高は、８６億９，９２６万８，０００円を見込んでいると

ころでございます。

簡単ではありますが、以上が令和２年度一般会計予算の概要として説明させて

いただきました。

以上で、説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

暫時休憩をします。再開は午後１時。

午後から歳入の質疑から始めたいと思いますので、よろしくお願いします。

休 憩 午後 ０時０１分

再 開 午後 １時００分

○議長（大河原昭洋） それでは、令和２年度一般会計予算の歳入の質疑を行い

たいと思います。

質疑はございませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 財源の苦しい中、６１億２，０００万円という予算を切

っているんですが、歳入の内訳を見ると、やはり大型投資が少なくなったにもか

かわらず、繰入金の額が非常に大きい、前年度より１億円少ないという状況です

が。そのために基金残高が今年度の見通しで１４億円に急減するという状況が生

まれていますが、もう少し予算の精度を上げることによってこういう基金の繰入

金を抑制することはできないのか。町債を５億５，０００万円に抑えるというこ

とで、そこは十分守られているんですが、この財政を見るときに基金の繰り入れ

に頼っているというところに若干不安は感じるんですが、その辺はどうでしょう
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か。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 町長の提案理由の中でも、また、私の説明の中でも述

べたとおり、歳出の編成に当たっては事業の精査であるとか、見直しということ

もやった上でかなりの厳しい査定をしております。ただ、どうしても扶助費であ

るとか公債費、それから人件費等々については固定的な経費は余り下がらないと

いうところがあります。

議員がご指摘のとおり、繰入金を抑制ということは当然考えて予算を編成して

おりますが、ただ、基金というものは年度間の財源の調整のために設けてあるも

のでございますので、どうしても財源が足りないときには繰り入れ、余るようで

あれば積み立てという操作をさせていただいておるというところでございます。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） では、ないようですので、次に歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、債務負担行為から地方債についての質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

最後に、再度一般会計全般にわたっての質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第６、議案第２号 令和２年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算の補

足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第２号 令和２年度智頭町国民健康保険事業特

別会計予算です。

予算書１４６ページからとなります。
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歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億６，２１１万２，０００円と

します。令和２年１月末現在の国保加入世帯は１，０５０世帯、被保険者が１，

６４４名となっており、その方の国保事業に係る経費となっております。

歳出につきましては、１５６ページからをごらんください。

平成３０年度からの広域化に伴い、市町村が実施責任主体となっている事務経

費に係る一般管理費、特定健診、保健指導に係る保健事業以外は、広域化の影響

を受けた数値が基準となっております。

総務費につきましては、職員人件費、共同電算処理手数料、システムに係る経

費等を措置しております。

１５８ページからの保険給付費につきましては、今年度の医療費の伸びの状況

を勘案し、０．８％増の推計計上されていますが、元となる金額は平成３０年度

の医療費となっておりますので、医療費の非常に少なかった平成２９年度をもと

とした前年度予算よりも増加している状況になっております。

１６０ページからの国民健康保険事業納付金につきましては、市町村が支払う

保険給付費を県が市町村に交付するための財源として、県が徴収するものです。

金額は県が算出したものになり、県全体の保険給付費の必要額を所得水準や医療

水準を考慮して各市町村に配分しております。

１６２ページの保険事業では、智頭病院に委託しております町ドックや特定健

診等事業費を計上しております。また、提案理由にもありました糖尿病性腎症の

悪化を防止し、人工透析へ移行することを少しでもおくらせることを目的に、糖

尿病性腎症重症化予防事業の委託料を本年度に続いて計上するとともに、特定健

診受診率向上のため、未受診者対策等を専門機関に委託する予算を計上しており

ます。

歳入につきましては、１５１ページからとなります。

１５３ページにある保険給付に伴った県からの保険給付費交付金、一般会計繰

入金、基金繰入金を充て、国保税を調整し予算計上しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第７、議案第３号 令和２年度智頭町簡易水道事業特別会計予算の補足説

明を求めます。

藤森水道課長。

○水道課長（藤森啓次） 失礼します。

議案第３号 令和２年度智頭町簡易水道事業特別会計予算であります。

歳入歳出の予算の総額、それぞれ１，２２７万５，０００円とするものでござ

います。

１８１ページ、歳出をごらんください。

基本的には、例年どおりではございますが、一般管理費がふえております。こ

れは、提案理由でも説明がございました地方公営企業法適用支援業務委託料、こ

れがほぼ全額でございます。排水費が逆に３０６万円下がっております。これは、

県の支障水道管移転工事費の減額によるもので、工事請負費が下がったことによ

るものであります。普及費のほうについては例年どおりでございます。

１ページ戻っていただきまして１８０ページ、歳入であります。

歳入のほうに至りましても、おおむねは通常どおりでございますが、諸収入、

これが水道移転補償費が入っております。それと、先ほど説明した県からの補償

金の額が下がっておりますので、その分減額となっております。かわりに先ほど

支出で説明させていただきました公営企業法適用のこの費用について、簡易水道

事業債をもって充てるものであります。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。
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質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第８、議案第４号 令和２年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算の補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 予算書１８３ページをごらんください。予算説明

資料は特別会計１１ページでございます。

議案第４号 令和２年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。

歳入歳出の総額を、それぞれ６３８万９，０００円としております。

まず、歳出についてですけども１８９ページをごらんください。

住宅新築資金貸付事業、宅地取得資金貸付事業で起債の償還に要する経費、一

般会計への繰出金をそれぞれ計上しております。また、住宅新築資金等償還推進

助成事業では、貸付金償還推進に係る職員人件費と事務経費を計上しております。

次に、歳入ですけども１８８ページをごらんください。

３０年度末に不納欠損としました債権１件分について、県の補助金ということ

で７５％を計上しておりますし、貸付金元利収入をもって措置しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第９、議案第５号 令和２年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算

の補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そういたしましたら、予算書１９７ページをごらんい
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ただきたいと思います。

議案第５号 令和２年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算につきまし

ては、歳入歳出の総額を、それぞれ２，０００円とするものでございます。

では、２０２ページ及び２０３ページをごらんいただきたいと思います。

歳入歳出それぞれに、２，０００円を計上しておりますが、これは、土地開発

基金から生ずる利子を、土地開発基金に積み立てるものでございます。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１０、議案第６号 令和２年度智頭町公共下水道事業特別会計予算の補

足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 予算書２０４ページをごらんください。予算説明

資料は特別会計１２ページです。

議案第６号 令和２年度智頭町公共下水道事業特別会計予算。

歳入歳出予算の総額を、それぞれ２億６，８８９万８，０００円としておりま

す。

まず、歳出についてですけども２１３ページからとなります。

一般管理ですけども、これは公共下水道事業に係る職員人件費と事務経費及び

各種業務委託料など、施設や設備の維持管理に要する経費であります。また、令

和５年度までに地方公営企業法の適用が義務づけられたため、令和２年度から３

年間で準備を行うための令和２年度分の費用を計上しております。

２１５ページの公債費では、下水道事業に伴う長期債の償還利子及び元金など

として、１億６，４３７万４，０００円を計上しております。
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次に、歳入についてですけども２１１ページからとなります。

国庫補助金、使用料、一般会計繰入金、前年度繰越金及び町債をもって措置し

ております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１１、議案第７号 令和２年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算の

補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 予算書２２４ページをごらんください。

議案第７号 令和２年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算。

歳入歳出予算の総額を、それぞれ３億５，９５０万９，０００円としておりま

す。

まず、歳出についてですけども２３３ページからとなります。

一般管理ですけども、これは農業集落排水事業に係る職員人件費と事務経費及

び各種業務委託料など、施設や設備の維持管理に要する費用と、一昨年の西日本

豪雨災害に伴い被災しました施設の本復旧工事を計上しております。また、公共

下水道事業、簡易水道特別会計事業と同様、地方公営企業法適用のための経費を

計上しております。

２３５ページの公債費では、農業集落排水事業に伴う長期債の償還利子及び元

金として、２億４，１４５万５，０００円を計上しております。

次に、歳入についてですけども、２３１ページからのとおり、県補助金、使用

料、一般会計繰入金、前年度繰越金及び町債をもって措置しております。

以上です。
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○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１２、議案第８号 令和２年度智頭町介護保険事業特別会計予算の補足

説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第８号 令和２年度智頭町介護保険事業特別会

計予算です。

予算書２４５ページからとなります。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億５，５４３万７，０００円と定

めるものです。この会計は、６５歳以上の第１号被保険者及び４０歳以上６５歳

未満の２号被保険者の介護保険事業に係る費用を賄うものです。

歳出につきましては、２５６ページからとなります。

総務費では職員の人件費、電算処理に要する経費のほか、介護認定審査、調査

に係る費用、令和２年度策定予定の第８期介護保険計画に係る費用を計上してお

ります。

２５８ページからの保険給付費につきましては、令和元年度の給付状況をもと

に各サービス費を推計し措置しております。

２６０ページ下の段からの地域支援事業費につきましては、要支援者の通所介

護サービス、訪問介護サービスとともに、今年度から智頭病院に委託して実施し

ております通所介護サービスＣ型に係る費用も、介護予防・生活支援サービス事

業費で措置しております。

２６２ページの一般介護予防事業費では、認知症予防教室、介護予防いきいき

百歳体操の普及費、町内６カ所で実施している住民主体のサービスでもある森の

ミニデイ、各集落のミニデイに係る経費を措置し、地域での介護予防に努めます。
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２６５ページでは、地域支援体制整備事業で生活支援コーディネーターの配置

を行い、生活圏域での地域での困り事を解決の場などの地域づくりに係る費用を

計上しております。また、提案理由にもありましたように、令和２年度からは新

たに社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを委託配置することとしており

ます。認知症対策につきましても、認知症総合事業を引き続き取り組み、認知症

の方やその家族の居場所づくりとして認知症カフェの立ち上げ支援や運営支援補

助金を新たに措置しております。

歳入につきましては、２５２ページから２５５ページとなっておりますが、

国・県基金、町のルール分と保険料、介護予防サービス収入、繰越金で措置して

おります。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１３、議案第９号 令和２年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予

算の補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第９号 令和２年度智頭町介護保険サービス事

業特別会計予算です。

予算書２７７ページとなります。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６３９万２，０００円とするも

のです。この会計は、心和苑及び智頭デイ・サービスセンターの維持管理に要す

る費用を賄っております。

歳出につきましては、２８３ページとなります。

主なものは、サービス事業費であり、心和苑、デイサービスの修繕料、保険料
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と起債償還に係る経費を計上しております。

歳入につきましては、２８２ページとなります。

主に一般会計からの繰入金、社協からの寄附金をもって措置しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１４、議案第１０号 令和２年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算の

補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第１０号 令和２年度智頭町後期高齢者医療特

別会計予算です。

歳出歳入予算それぞれ９，７７３万７，０００円とするものです。この会計は

７５歳以上の方や一定の障がいなどにより認定を受けておられる方が、智頭町で

は１２月末現在１，６４４名あり、その方々の医療費に係る費用を保険料や負担

金として広域連合におさめる会計の費用でございます。

歳入につきましては、町からの繰入金、保険料をもって措置しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１５、議案第１１号 令和２年度智頭町水道事業会計予算の補足説明を

求めます。

藤森水道課長。

○水道課長（藤森啓次） 失礼します。

議案第１１号 令和２年度智頭町水道事業会計予算であります。

水道事業収益は、８，５４１万４，０００円、支出に関しましては、８，０８

１万５，０００円としております。

１ページはぐっていただきまして、２ページでございます。

資本的支出、これにつきましては２，３４３万６，０００円、うち建設改良費

としては１，５０３万円、企業債償還金、これは元金の償還に当たるものであり

ますけど、８４０万６，０００円となっております。

ページをはぐっていただきまして、支出でありますが２２ページからでござい

まして、基本的には例年どおりでございます。

提案理由にありましたアセットマネジメント策定業務、これは資産管理運用に

つきまして計画を立てて実施するということになっておりまして、この費用を総

係費の委託料の中に入れております。

先ほど言いました資本的支出に関しましては、２６ページをごらんいただきた

いと思いますけども、こちらのほうで改良費、工事請負費として老朽管更新工事

に１，１００万円、その他ポンプ設備、交換合わせて１，４５２万６，０００円

としております。

説明は以上でございます。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

これから、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１６、議案第１２号 令和２年度智頭町病院事業会計予算の補足説明を

求めます。

矢部病院事務部長。

○病院事務部長（矢部久美子） 失礼いたします。

予算書１ページをごらんください。

議案第１２号 令和２年度智頭町病院事業会計予算でございます。

収益的収入の総額を１７億７，８５５万３，０００円、収益的支出の総額を１

８億４，８４３万７，０００円とし、２ページに移りまして、資本的収入の総額

を２億３，５３９万４，０００円、資本的支出の総額を３億１，２８６万７，０

００円とするものでございます。

基本的には改革プランをベースにした上で、前年度実績を反映させる形で収支

を積み上げております。業務の予定量としまして、１ページに年間患者数と利用

者数を挙げております。ここに印刷はしていないんですけど、これを利用率に換

算しますと一般病棟で８６．６％、療養型病棟で９２．９％、介護・老人保健施

設で９５．７％と、いずれも８０％台後半から９５％台というような利用率を見

込み、外来患者数におきましては１日当たりを１６４．６人と見込んだところで

す。

最終的な実質収支はごらんいただいた数字のとおりで、収益的と資本的と両方

合わせて約２，０００万円余りのマイナスとなる見込みですが、資本的収支に係

るものですので、損益勘定留保資金で補填いたします。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから歳入の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。
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これで、補足説明及び質疑を終わります。

日程第５、議案第１号から日程第１６、議案第１２号までの１２議案について

は、委員会条例第５条の規定により、この際議長を除く全議員で構成する予算特

別委員会を設置し、会議規則第３９条第１項の規定により、これに付託して審査

したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

よって、本案は予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定

しました。

暫時休憩します。

休 憩 午後 １時２７分

再 開 午後 １時２７分

○議長（大河原昭洋） 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほど設置しました予算特別委員会の互選の結果、正副委員長が決まりました

のでご報告します。

委員長に中野ゆかり議員、副委員長に岸本眞一郎議員、以上のとおりです。

日程第１７、議案第２３号から日程第３８、議案第４５号までの２２議案の補

足説明及び質疑を行います。

日程第１７、議案第２３号 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の

制定についての補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そういたしましたら、議案書の１ページをごらんくだ

さい。あわせて、議案説明資料の１ページもごらんいただきたいと思います。

議案第２３号 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につきま

しては、地方自治法において、地方公共団体の長や職員等の地方公共団体に対す

る損害賠償責任について、その職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がない

場合には、賠償責任を限定して、それ以上の額を免責する旨を条例で定めること

ができることとなったことに伴い、損害を賠償する責任の一部を免責することに

関して、必要な事項を定めるものでございます。

それでは、議案書２ページをごらんいただきたいと思います。
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賠償責任の上限を、それぞれ第２条の各号に定める額とするものでございます。

施行期日は、令和２年４月１日からであります。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

なお、この議案については、地方自治法等の一部を改正する法律、平成２９年

法律第５４号附則第２条第７項の規定により、監査委員に意見を求めたいと思い

ます。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

よって監査委員に意見を求めることに決定しました。

日程第１８、議案第２４号 智頭町監査委員条例の一部改正についての補足説

明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そうしましたら、議案書３ページをごらんください。

あわせて、議案説明資料１ページの下段のほうもごらんいただきたいと思います。

議案第２４号 智頭町監査委員条例の一部改正につきましては、地方自治法の

一部改正に伴い、引用条項等を改めるものでございます。

それでは、議案書４ページをごらんいただきたいと思います。

第７条で引用する条項の一部を、地方自治法第２４３条の２の２第３項に、第

９条で引用する条項の一部を、同法第２３５条の２第１項に、それぞれ改めるも

のであります。あわせて、第７条では一部字句も改めております。また、第１５

条においては、引用条例名の訂正も行っております。

施行期日は、令和２年４月１日でございます。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第１９、議案第２５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についての補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そうしましたら、議案書５ページをごらんください。

あわせて、議案説明資料２ページの上段もごらんいただきたいと思います。

議案第２５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、特別職非常勤職員の

任命の適正を確保するため、所要の改正を行うものであります。

それでは、議案書６ページをごらんください。別表第１の表中、特別職非常勤

職員から一般職等へ移行する職について除くものでございます。

施行期日は、令和２年４月１日からであります。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２０、議案第２６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ

いての補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そうしましたら、議案書７ページをごらんください。

あわせて、議案説明資料２ページの下段もごらんいただきたいと思います。

議案第２６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、

著しく危険、不快で、不健康な勤務に従事する職員に対して、特殊勤務手当を支

給するため、所要の改正を行うものでございます。

それでは、議案書８ページをごらんください。

第２条の特殊勤務手当の区分に、犬捕獲作業従事職員に対する手当、及び犬猫

等死がい処理作業従事職員に対する手当を追加し、第９条及び第１０条で、それ
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ぞれの手当額を、それぞれ１件につき３００円とするものでございます。

施行期日は、令和２年４月１日からでございます。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２１、議案第２７号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正についての補

足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そうしましたら、議案書の９ページをごらんください。

あわせて、議案説明資料３ページ上段もごらんいただきたいと思います。

議案第２７号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正につきましては、寄附者の

思いに柔軟に対応できるよう、寄附金を財源として行う事業について改めるなど、

所要の改正を行うものでございます。

それでは、議案書１０ページをごらんください。

寄附金を財源として行う事業の限定をなくすため、事業の区分などを定めた改

正前の第２条、第３条及び第４条を削り、あわせて、この改正に伴い積み立てに

ついて定めた第５条、及び処分について定めた第９条を改めるものでございます。

１１ページの第７条につきましては、改正前の第１０条に定める、運用状況の公

表対象について改めるものでございます。

施行期日は、公布の日からであります。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 町長の提案理由の中でも、この寄附者の思いに柔軟に対

応できるようにと、この寄附金を財源として行う事業の限定をなくするものです

ということですが、本来寄附者は使用目的というか、こういうものに使っていた
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だきたいという思いがあって多分寄附をするんだと思うんです。その中で、その

基金を事業の限定をなくすということと、少し何か整合性がないような気がする

んですが、その寄附者の思いというのがどうなんでしょう。尊重されるようにな

るんでしょうか。そこら辺どうでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 議案の１０ページのほうをごらんいただきたいと思い

ますが、事業の区分ということで第２条で寄附金の財源として行う事業、第１号、

第２号、それぞれ第１号では緑豊かな自然環境の保全及び活用に関する事業、第

２号では魅力あふれるまちづくりに関する事業、すなわち、この２つの事業しか

現在では寄附者の思いを充てる事業がないということで、この縛りをなくしてそ

れぞれその時々で必要となると思われる事業を町のほうで設定して寄附を募る。

または、寄附者の方がこのような事業ということで寄附された場合には、それに

も充てられるということで、今現在この２つの事業しか充てられる事業が定めら

れないということですので、この縛りを取り除くものでございます。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 使う側の部分としては限定がないほうが使いやすいとい

う気がするんです。でも、寄附する人の思いというのは、こういうことに使って

いただきたいという思いがあると思うので、やっぱりそこら辺がある程度尊重さ

れるような使い方が望ましいのではないかなというぐあいに思うんですが、それ

と矛盾しないということですね。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 先ほども説明させていただいたとおり、寄附者の思い

を尊重できるように、現在の限定した事業にしか充てられないというものの縛り

をなくすために改正を行うものでございます。

○議長（大河原昭洋） ８番、谷口雅人議員。

○８番（谷口雅人） 先ほどの関連してですけれども、主にそれ以外に寄附者が

希望してされるようなことは、どういった案件がありますか。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 現在の智頭町では、何度も申しますがこの２号しか限

定しておりませんので、智頭町に寄附される寄附金としてはこの２つしか書かれ

ておりません。ですので、寄附者がどのようなものを望んでおられるかというこ
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とは、これから募集方法を考える中で出てこようかと思いますし、町のほうもい

ま喫緊急がれる資金を必要とするような事業を例示して、そのような形での寄附

を募りたいとは考えております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） よろしいですか。ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２２、議案第２８号 智頭温水プールの管理に関する条例の一部改正に

ついての補足説明を求めます。

國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） それでは、議案１２ページ、説明資料概要の３ページ

をごらんください。

議案第２８号 智頭温水プールの管理に関する条例の一部改正について。

利用料金の見直しに伴い、智頭温水プールの管理に関する条例の一部を改正す

ることについて、地方自治法第９６条第１項の規定により本議会の議決を求める

ものでございます。

それでは、１３ページをごらんください。

利用料金の減免につきましては、第１０条で改正前の括弧書きの１と２を削除

し、第１０条を町内の保育園、小・中学校が保育または授業等として利用する場

合と改めるものでございます。別表の第９条関係で、それぞれ利用料金を改める

ものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） 第１０条の１番のところを心身障がい者等がという部

分を削除するということは、心身障がい者等は減免の対象にはならないというこ

とでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） （１）につきましては、福祉課の事業で助成の措置を
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とるようにしております。

○議長（大河原昭洋） 小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 利用料金のほうを福祉課のほうの対象者になります

身体障がい者等について、要綱のほうで費用のほうを補助するというふうな形で、

条例のほうに載せるのではなくて利用料金は利用料金である中を、福祉課として

は要綱で補助する制度は変わりなく予算を組んでおります。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） では、料金に関してですが、プール利用の一般１日１

回につき５００円というのが変わっておりません。これは、間違いなのかなと、

回数券を買わないほうが安いぞというようなことになりますが、これは５００円

というのは改正後の５００円もこれは正しい価格でしょうか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） これに間違いはございません。利用料金の改定につき

ましては、経営の安定化を図るため、主にスクールの会員の会費で収益を確保す

るためでございます。

以上でございます。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） そうであるならば、回数券は５，５００円というのは

いかがなものでしょうか。回数券を買ったほうが高くなりませんか。ここの整合

性がとれないのではと思うのですが。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 済みません。１３ページの利用料金の表の１番上のと

ころの１人１回５００円と記載をしておりますが、これはミスプリントで５５０

円の間違いでございます。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長、資料の訂正を求めますのでよろしくお願

いします。

ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２３、議案第２９号 国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する

条例の一部改正についての補足説明を求めます。
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國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） それでは、議案１５ページ、議案説明資料４ページを

ごらんください。

議案第２９号 国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正について。

観覧料の見直しに伴い、国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項の規定により本議会

の議決を求めるものでございます。

改正内容につきましては、１６ページの表のとおり観覧料を改めるものでござ

います。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２４、議案第３０号 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関

する条例の一部改正についての補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案書１７ページ、議案説明資料４ページの下段と

なります。

議案第３０号 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についてです。

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に

より、障がい者が智頭デイ・サービスセンターを利用することが可能となったた

め、所要の改正を行うことについて地方自治法第９６条第１項の規定により本議

会の議決を求めるものです。

それでは、議案書１８ページをごらんください。

第２条に障がい者を、第３条の資料に障がい者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第４１条の２第１項に規定する共生型生活介護に関する

ことを加え、第８条の利用料の徴収においても同様に、障がい者の日常生活及び
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社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて徴収することを加え、智頭デ

イ・サービスセンターにおいて高齢者のみでなく障がい者も利用できるよう、今

回改正を行うものです。

なお、施行は公布の日からとするものです。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２５、議案第３１号 智頭町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正についての補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 議案書１９ページをごらんください。議案説明資

料は５ページとなります。

議案第３１号 智頭町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一

部改正についてですけども、消費税及び地方消費税が引き上げられたことに伴い

まして、指定工事店の指定に係る手数料についても改正を行っておりましたが、

手数料には消費税を課さないということでこのたび改正を行い、本議会の議決を

求めるものです。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２６、議案第３２号 智頭町下水道条例の一部改正についての補足説明

を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 議案書２１ページをごらんください。議案説明資

料は同じく５ページとなります。
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議案第３２号 智頭町下水道条例の一部改正について。

議案第３１号と同様に、手数料に消費税を課さないよう改正を行うものです。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２７、議案第３３号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部

改正についての補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 議案書２３ページをごらんください。説明資料は

６ページとなります。

議案第３３号 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

でございますけども、民法の一部改正により所要の改正を行うものです。

内容といたしましては、連帯保証人が保証する極度額に６カ月という上限額を

設けるものと、それから、退去時に入居者に求めています損耗分に係る原状復帰

について明記する。３番目といたしまして、住宅使用料等の滞納防止のために入

居者資格要件を追記するものです。

施行期日は公布の日としておりますけども、（１）の連帯保証人に関します内

容につきましては、４月１日としております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） この町長の提案理由の３３号については、連帯保証人制

度が見直されたことに伴い所要の改正を行うものですと書いておりますが、この

議案書では２人は変わらないんですね。ここはどこがどう見直されたんでしょう

か。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。
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○税務住民課長（江口礼子） 保証人の人数については変えておりません。ただ、

その保証人の方が保証します限度というのを設定しております。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） それでもう一つ、これは次の案件ですが特公賃のほうで

は連帯保証人が１人ですね。本来なら、家賃が高いほうが保証人が１人で、家賃

が安いほうが保証人が２人いるというのは、どうも制度上整合性がないような気

がするんですが、ここの連帯保証人が２人いるという要因はどのようなものなん

でしょうか。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） お１人だと、家賃が滞った場合にということで２

人設定しております。特公賃のほうにつきましては、収入が高い方が入っていた

だくということで１人ということで設定をしております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 本来なら、収入が高い人が入っているから保証人が１人

でいい、もう一方は町営住宅、収入が安定していないので保証人が２人いるとい

うとらえ方は少し問題があるのではないでしょうか。私は、本来なら家賃が高い

ところが家賃滞納があったときに滞納額が多くなりますね、当然そのときに１人

の保証人では難しいので２人にするというなら話がわかるんです。

一方では、この町営住宅、家賃高いところで１万２，０００円ですね。このと

ころに２人つけねばならないというところに、少し制度に矛盾があるような気が

するんですが、ここは検討の余地があるんではないでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） ご意見を踏まえまして、今後検討していきたいと

思います。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２８、議案第３４号 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する

条例の一部改正についての補足説明を求めます。

江口税務住民課長。
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○税務住民課長（江口礼子） 議案書２６ページをごらんください。説明資料は

６ページとなります。

議案第３４号 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正についてでございますけども、先ほどの第３３号と同様に民法の改正によりま

して所要の改正を行うものです。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 先ほどのところで質問すればよかったんですが、この第

６条に資格ですね、市町村税を滞納してないことが明らかなものであるというこ

とは、多分入居するときにはこの資格というのが当然生きてくると思うんですが、

もし入って以降にこの町村税を滞納したときにはどういう対応になるんでしょう

か。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 市町村税を滞納したという要件で退去ということ

にはならないと考えております。ただ、課内と連携をとりまして滞納がないよう

に対応していきたいと考えております。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 努力するのは当然ですが、もし入居後に滞納したときに、

原則として滞納があれば入居資格がなくなるという判断になるのか、その辺はど

ういうお考えでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 家賃の滞納ですと退去等々の内容がありますけれ

ども、市町村税を滞納したという理由で即退去ということにはならないと考えて

おります。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） 第２１条の（４）なんですけれども、退去時には必ず

ふすまや畳を張りかえなければいけないというような内容の理解でいいですか。
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○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） はい、そのとおりです。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） 入居して何年とかいうようなくくりはなく、入居して

例えば１、２カ月入居して退去しました、２カ月後に退去しましたでもふすまや

畳は張りかえなければいけない、というようなことでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 原則は退去時には張りかえるということですけど

も、１カ月、２カ月ということで状況を見まして勘案というのは現在も行ってお

ります。

○議長（大河原昭洋） よろしいですか。ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第２９、議案第３５号 企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正についての補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そうしましたら、議案書２８ページをごらんいただき

たいと思います。

議案第３５号 企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

きましては、会計年度任用職員制度導入に伴い、所要の改正を行うものでござい

ます。

議案書２９ページをごらんください。

第１９条に定める規定を、「賃金等で雇用する」から、「会計年度任用職員等

として任用する」と改めるものでございます。

施行期日は、令和２年４月１日からであります。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。
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日程第３０、議案第３６号 智頭町消防団条例の一部改正についての補足説明

を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 議案書３０ページをごらんください。

議案第３６号 智頭町消防団条例の一部を改正する条例でございます。

消防団員の処遇改善を図るため、消防団員報酬の見直しを行うことに伴い、所

要の改正を行うものでございます。

それでは、議案書３１ページをごらんください。

第１２条のとおり、消防団員年額報酬を、階級にかかわらず一律２，０００円

増額するものでございます。

施行期日は、令和２年４月１日からであります。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

暫時休憩します。

（長石教育長 退席）

○議長（大河原昭洋） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第３１、議案第３７号 智頭町教育委員会教育長の任命についての補足説

明を求めます。

國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） それでは、議案３２ページをごらんください。

議案第３７号 智頭町教育委員会教育長の任命について。

令和２年３月３１日で任期満了となる長石彰祐氏、智頭町大字西宇塚４８５番

地、昭和３１年１月３日生まれ、を引き続き任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、本議会の同意を求めるもの

でございます。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。
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これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

暫時休憩します。

（長石教育長 復席）

○議長（大河原昭洋） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第３２、議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

山形小学校）の補足説明を求めます。

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） それでは、議案書３３ページをごらんください。

議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定についてでございます。

公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第

３項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

公の施設の名称、旧山形小学校。指定管理者、八頭郡智頭町大字郷原２３８番

地、恋山形運営協議会会長 村上敦美。指定の期間、令和２年４月１日から令和

５年３月３１日まで。指定の理由、旧山形小学校の活用に伴い、地域振興の発展

を推進するため、地域活性化を担う恋山形運営協議会を指定管理者として指定し

ようとするものでございます。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 指定管理するときには、多分原則で公募をかけると思う

んですが、今回もこれは基本的には公募をかけて、最終的にはここが指定管理者

にということなんでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 旧小学校の活用につきましては、従前から地区振興協

議会に委ねるという方針を立てておりましたので、今回は公募せず、現在管理運

営していただいているところにお願いしております。
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○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 原則こういう指定管理のときには公募をかけてという原

則があるんだけど、今回はこれまでの経過があるんで、公募をかけずにこの振興

協議会を指定管理者という経過になったんでしょうか。そこら辺ちょっと確認で

す。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） そのとおりでございます。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３３、議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

那岐小学校）の補足説明を求めます。

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） それでは、議案書３４ページをごらんください。

議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（旧那岐小学校）。

これは、公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

公の施設の名称、旧那岐小学校。指定管理者、八頭郡智頭町大字大背２０５番

地、いざなぎ振興協議会会長 大谷豪太郎。指定の期間、令和２年４月１日から

令和５年３月３１日まで。指定の理由、旧那岐小学校の活用に伴い、地域振興の

発展を推進するため、地域活性化を担ういざなぎ振興協議会を指定管理者として

指定するものでございます。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３４、議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

山郷小学校）の補足説明を求めます。

酒本企画課長。
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○企画課長（酒本和昌） それでは、議案書３５ページになります。

議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山郷小学校）。

これは、公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

公の施設の名称、旧山郷小学校。指定管理者、八頭郡智頭町大字福原１９番地、

山郷地区振興協議会会長 中村公生。指定の期間、令和２年４月１日から令和５

年３月３１日まで。指定の理由、旧山郷小学校の活用に伴い、地域振興の発展を

推進するため、地域活性化を担う山郷振興協議会を指定管理者として指定するも

のでございます。

以上でございます。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３５、議案第４１号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更についての補

足説明を求めます。

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） それでは、議案書３６ページ、議案説明書８ページを

ごらんください。

議案第４１号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について。

これは、過疎地域自立促進計画の見直しに伴い、所要の改正を行うものでござ

います。

議案書３７ページをごらんください。

３、交通通信体系の整備情報化及び地域間交流の促進において三田中田線改良、

奥本河津原線改良を事業を追加するものでございます。

議案書３９ページをごらんください。

３の自立と持続を推進するまちづくり交付金のところの防災ハザードマップ更

新を追加するものでございます。

３８ページにつきましては、文言の訂正・追加を行うものでございます。

以上で説明を終わります。
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○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３６、議案第４２号 鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏

の形成に係る連携協約の変更についての補足説明を求めます。

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 議案書４０ページになります。

議案第４２号 鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の変更について。

これは、鳥取市及び八頭郡智頭町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協

約の一部を、地方自治法第２５２条の２第４項の規定により、本議会の議決を求

めるものでございます。

議案書４１ページをごらんください。

変更前と比較し、変更後に兵庫県美方郡香美町を追加するものでございます。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３７、議案第４４号 字の区域の変更についての補足説明を求めます。

岡田地籍調査課長。

○地籍調査課長（岡田光弘） 議案書４３ページ、説明資料の８ページをごらん

ください。

議案第４４号 字の区域の変更についてでございます。

こちらは、芦津地域の地籍調査事業実施に伴いまして、地形の実態に整合する

ように字の区域の変更を行うものでございます。なお、変更の内容につきまして

は議案書４４ページの一覧表のとおりです。

以上です。
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○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第３８、議案第４５号 字の区域の変更についての補足説明を求めます。

岡田地籍調査課長。

○地籍調査課長（岡田光弘） 議案書４５ページ、議案説明資料９ページをごら

んください。

議案第４５号 字の区域の変更についてでございます。

こちらは、真鹿野地区の地籍調査事業で、同じく地形の実態に整合するように

字の区域の変更を行うものでございます。変更内容は、議案書４６ページの一覧

のとおりでございます。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

これから日程第３９、議案第１３号から日程第４９、議案第４３号までの１１

議案の補足説明及び質疑を行います。

なお、この１１議案については本日可否の決定を行います。

日程第３９、議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）の

補足説明を求めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） そういたしましたら、補正予算書１ページをごらんく

ださい。

議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）でございます。

歳入歳出の総額から、７，０８５万８，０００円を減額し、それぞれ６９億５，

７３６万１，０００円とするものでございます。

まず、歳出についてですが、別に配付しております令和元年度３月補正予算概
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要と、補正予算書により説明させていただきます。

全事業にわたって、人件費及び各事業の決算見込みに基づく調整を行っており

ますとともに、あわせて、各特別会計の補正に伴い、各特別会計への繰出金の調

整を行っております。

それでは、概要書の１ページ、補正予算書２１ページの議会費から行います。

議会費では、決算見込みに基づき議員報酬などを減額しております。

同じく予算書の２１ページからは総務費ですが、２１ページの一般管理費、及

び２２ページの財産管理費につきましては、決算見込みに基づく調整であり、２

２ページの公共施設管理事業では、旧小学校施設の燃料費及び光熱水費、消火器

更新費用の増額を行うとともに、廃棄物処理手数料を減額しております。

２２ページから２３ページにかけてのまちづくり推進費では、まちづくり事務

費で、決算見込みに基づく人件費及び事業費の調整のほか、東部広域行政管理組

合運営費負担金の増を、また、おせっかい奨学金基金積立金を、水力発電周辺地

域整備事業では、契約実績に基づく事業費の減額を、移住定住促進事業では、実

績見込みに基づく事業費の調整のほか、ＵＪＩターン住宅支援事業など補助金の

減額を、地域情報化推進事業では、物件移転等補償費の増額のほか、備品購入費

など実績見込みに基づく事業費の調整を行っております。また、百人委員会費、

太陽光発電システム推進事業、まちづくり支援事業では、これも実績見込みに基

づく事業費の減額を、それぞれ措置しております。

２３ページから２４ページにかけては地域活性化推進費ですが、日本１／０村

おこし運動、疎開保険事業、智頭農林高校連携推進事業につきましては、いずれ

も決算見込みに基づく減額であります。地域支援事業では、設計変更に伴う富沢

コミュニティセンター新築工事費の増額を措置しております。

２４ページの交通対策費コミュニティバス運行事業では、地方バス路線維持対

策費補助金の増額を、諸費の諸税等還付金では、諸税等還付金の増額を、ここか

ら概要書は２ページとなりますが、財政調整基金費では、定期預金統合に伴う解

約利子分の積立金を、それぞれ措置しております。

２５ページの税務総務費及び戸籍住民基本台帳費は、人件費の調整であり、賦

課徴収費では、預貯金等照会手数料の減額を措置しております。

２５ページから２７ページにかけての選挙費では、鳥取県知事選挙費、鳥取県

議会議員選挙費、参議院議員選挙費、各選挙の結果に基づきましてそれぞれ減額
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を行っております。

２７ページの統計調査費では、農林業センサスの調査員報酬の増額を、また、

経済センサス調査費の減額を、監査委員費では費用弁償の減額を、それぞれ措置

しております。

２８ページから民生費です。社会福祉費の社会福祉総務費では、人件費の調整

のほか、地域支え合い基盤づくり事業補助金、国民健康保険事業特別会計繰出金

の減額を、障害者福祉費では、東部広域行政管理組合障害者自立支援認定審査費

負担金、それから重度障がい児者支援事業補助金の減額を、地域生活支援事業で

は訪問入浴サービス事業費の減額を、特別障害者手当等支給事業では特別障害者

等手当の減額を、それぞれ措置しております。

老人福祉費では、老人福祉費で、決算見込みに基づく減額を、また、介護保険

特別会計繰出金の減額を、ここから概要書は３ページとなります。後期高齢者医

療事務事業では、後期高齢者医療連合負担金の増額、及び後期高齢者医療特別会

計繰出金の減額を、特別医療費では、特別医療助成費の増額を、また、同和対策

事業では、施設修繕料の見込みの減を、社会福祉施設費の総合相談充実事業では、

生活相談員賃金及び社会保険料の実績減を、それぞれ措置しております。

２９ページ、子育て支援推進費の子育て推進事務では、我が家で子育て応援給

付金の減額を、放課後児童クラブでは、支援員賃金の減額を、育児支援家庭訪問

事業では、家庭訪問支援員賃金の減額を、森のようちえん事業では、第２子分無

償化制度移行に伴う保育料軽減事業補助金の減額を、それぞれ措置しております。

保育園費の保育園事務費では、広域入所委託料、システム改修委託料、広域入

所負担金及び地域型保育給付費負担金の減額を、ちづ保育園事務費では、人件費

の調整のほか賃金他の減額を、それぞれ措置しております。

３０ページとなります。母子父子福祉費では、児童扶養手当給付事業で手当の

減額を、母子父子生活支援事業で、母子生活支援施設入所扶助費など扶助費の減

額を、児童館費では、久志谷児童館費で臨時職員賃金の減額を、児童手当給付事

業では手当の減額を、それぞれ措置しております。

生活保護総務費の生活困窮者自立相談支援事業では、住宅確保給付金の減額を

措置しております。

衛生費の保健衛生総務費では、人件費の調整を、予防費の各種予防事業では、

各種予防接種委託料及び手数料の減額を、環境衛生費の火葬場管理事業では、火



－６２－

葬場解体等調査設計業務委託料及び東部広域行政管理組合火葬場管理費負担金の

減額を、特定空家対策事業では、特定空家等解体撤去事業費補助金の減額を、そ

れぞれ措置しております。

３１ページ、母子衛生費の乳児等保険相談事業では、乳児健診ほか手数料の減

額を、ここから概要書は４ページとなります。妊婦保健相談事業では、妊婦健診

ほか手数料のほか産後ケア事業などの委託料の減額を、健康増進事業費では、健

康診査事業で健康診査委託料の減額を、それぞれ措置しております。

じん芥処理費では、一般廃棄物焼却事務委託料のほか、東部広域行政管理組合

不燃物及び可燃物処理費負担金の減額を、し尿処理費では、これも東部広域行政

管理組合し尿処理費負担金の増額を、合併処理浄化槽費では設置事業補助金の減

額を、それぞれ措置しております。

３２ページの簡易水道施設費では、簡易水道事業特別会計繰出金の減額を、病

院施設費では、病院事業会計繰出金の増額を、労働費の労働諸費では、特定新規

学卒者就職支度金の減額を、それぞれ措置しております。

農林水産業費、農業費の農業委員会費では、農業委員会費及び農業経営基盤強

化措置特別会計事務で県補助金決定に伴う財源の組みかえを、機構集積支援事業

では、財源組みかえのほか臨時職員通勤手当の減額を、それぞれ措置しておりま

す。

３２ページから３４ページにかけての農業振興費では、農業振興費から、概要

書は５ページとなる、農地中間管理事業までの各事業について、決算見込みに基

づく事業費の調整を行っております。

３４ページの畜産業費では、畜産共進会助成事業費補助金の減額を、地籍調査

費では、事業の確定に伴う事業費の調整を、３５ページの農業集落排水費では、

農業集落排水事業特別会計繰出金の減額を、それぞれ措置しております。

３５ページから３６ページにかけての林業費、林業振興費では、森づくり作業

道整備事業から森林経営管理推進事業までの各事業について、決算見込みに基づ

く事業費の調整を、それぞれ措置しております。造林事業費の町有林造林事業で

は、県営林道事業未執行に伴い、支障木積み込み運搬に係る造林事業委託料の減

額を、それぞれ措置しております。

概要書６ページになります。予算書は３６ページから３７ページにかけての林

道費では、林道維持管理事業で、決算見込みに基づく事業費の調整を、県営林道
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事業で、事業費の確定による用地購入費及び負担金の減額を、公共林道事業では、

県補助金の追加交付決定に伴う事業費の増額を、それぞれ措置しております。

３７ページの商工費の商工振興費、観光費の観光事業では、決算見込みに基づ

く事業費の調整を措置しております。同じく観光費の観光施設管理事業では、施

設修繕料の増額のほか工事請負費の実績減を、３７ページから３８ページにかけ

ての国際交流事業では、交流事業中止に伴う事業費の減額を、それぞれ措置して

おります。

３８ページの土木費、土木総務費では、土木総務費で人件費の調整を、安全安

心なまちづくり推進事業で、実績に基づき木造住宅耐震診断事業委託料、震災に

強いまちづくり推進事業補助金など補助金の減額を、３８ページから３９ページ

にかけての道路維持費の道路維持事業では、修繕料及び工事請負費の増額のほか

道路等愛護事業交付金の減額を、除雪事業では、備品購入費の実績減を、それぞ

れ措置しております。

３９ページの道路新設改良費では、道路新設改良事業で県土木事業負担金の減

額を、社会資本整備総合交付金事業では、事業費の精算に伴う調整を、４０ペー

ジの下水道事業費では、公共下水道事業特別会計繰出金の減額を、それぞれ措置

をしております。

消防費の常備消防費では、八頭消防署智頭出張所建設工事に係る用地造成工事

の附帯工事に要する経費のほか、東部広域行政管理組合消防費負担金の増額を、

非常備消防費では、実績による報償費、旅費、備品購入費、消防団員準中型免許

取得補助金の減額を、概要書は７ページとなりますが、消防施設費では、事業実

績見込みに基づく事業費の調整を、４１ページの防災費では、これも実績見込み

に基づく事業費の調整のほか、みんなで取り組む安全安心活動支援事業補助金の

実績減を、それぞれ措置しております。

４１ページの教育費、事務局費の事務局費では、旅費、県立養護学校通学費委

託料及び小中学生通学費補助金の実績見込みに基づく減額のほか、教育施設整備

基金の定期預金統合に伴う解約利子分の積立金を、外国語指導助手招致事業事業

では、指導助手報酬の減額を、特別支援教育総合推進事業では、国庫補助金決定

に伴う財源組みかえを、それぞれ措置しております。

４１ページから４２ページにかけての小学校費、智頭小学校管理事業及び智頭

小学校教育振興事業では、決算見込みに基づく事業費の調整であり、４２ページ
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の中学校費、中学校管理事業、中学校教育振興事業及び地域に学ぶワクワクちづ

事業につきましても、決算見込みに基づく事業費の調整であります。なお、智頭

小学校管理事業及び中学校管理事業では、児童生徒一人一人にタブレットを配置

するため、情報ネットワーク環境を整備する経費を措置しております。

４２ページから４３ページにかけての社会教育総務費の、社会教育事務費から

家庭教育学級事業までの各事業、また、地区公民館費は、決算見込みに基づく事

業費の調整であります。社会教育施設費では、久志谷集会所職員に係る人件費を

皆減しております。

４３ページから４４ページにかけての文化財整備活用費では、歴史の道整備活

用推進事業で、工事請負費の増額を、石谷邸保存活用整備事業では、決算見込み

に基づき事業費の調整を、ここから概要書は８ページとなります。図書館費の図

書館費では、人件費の調整のほか社会保険料の減額を、新図書館建設事業では、

消耗品費及び設計監理委託料の減額のほか工事請負費の増額を、社会同和教育費

では、講師等謝金及び高等学校等修学奨励金の減額のほか就学支度金の増額を、

それぞれ措置しております。

４５ページ、保健体育総務費の体育振興費及び学校給食は、決算見込みに基づ

く事業費などの調整であり、体育施設費では、作業人夫賃の減額のほか温水プー

ル空調熱源機器改修工事ほか工事請負費の実績額を、それぞれ措置しております。

４５ページの林道施設災害復旧費及び４６ページの道路橋梁災害復旧費につき

ましては、いずれも事業量の確定に伴う事業費の精算であります。

以上、合計７，０８５万８，０００円の減額補正となっております。

次に、歳入についてですが、補正予算書９ページをごらんください。

町税から町債まで、歳入と同額の合計７，０８５万８，０００円の減額となっ

ておりますが、いずれも実績及び決算見込みに基づくものでございます。

主なものは、地方交付税を現段階での実績により増額し、国庫支出金では、公

立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を、また、林業成長産業化総

合対策補助金の増額を、繰入金では教育施設整備基金繰入金、財政調整基金繰入

金などの減額を、町債では学校教育施設等整備事業債、過疎債の社会教育施設整

備事業債の増額を、それぞれ措置しているところでございます。

以上であります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。
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暫時休憩をします。

再開は１４時４０分、議場の時計でお願いします。

休 憩 午後 ２時２８分

再 開 午後 ２時４０分

○議長（大河原昭洋） 休憩前に引き続き会議を開きます。

江口税務住民課長より発言の訂正を求められておりますので、許可させていた

だきたいと思います。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 失礼します。訂正をさせていただきます。

先ほどの岸本議員からの議案第３３号、３４号の中で保証人の数のことをお問

い合わせがありまして、私が答えさせてもらったのが間違っておりましたので訂

正させていただきます。

議案第３３号、３４号とも、保証人の数については２名の方を設定させていた

だいております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） それでは、資料の訂正のほうもお願いできますか。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 読みかえということで資料の訂正はないんですけ

ども、表記の仕方が町営住宅のほうにつきましては２名というふうに表記してあ

りまして、特公賃のほうにつきましては、連帯保証人ということでしか書いてあ

りませんので、人数は書いてないんですけども、保証人のほうは２名ということ

で文言の訂正はないです。

○議長（大河原昭洋） 議案の文言の訂正はないということで、よろしいですか。

岸本議員よろしいですか。

では、そのとおりで、理解の部分で、どちらも連帯保証人は２名ということで

ご理解をいただきたいと思います。

それでは、これから、令和元年度智頭町一般会計補正予算の質疑を行います。

この議案に対する質疑は、歳入、歳出、繰越明許費から地方債の補正の３区分

に分けて行います。

なお、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。

では、歳入の質疑を行います。
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質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、歳出の質疑を行います。

質疑はありませんか。

４番、河村仁志議員。

○４番（河村仁志） 本冊４４ページ、図書館費、工事請負費の部分ですが、あ

れは実際ハイテンションボルトが入らずに工事が滞っておるということですが、

今後今回のウイルスの件で中国からの材料も入りが悪くて、建築資材がとまって

いくという状況ですが、今後まだ補正よりかなり金額がふえるような気がするん

ですけど、いかがお考えでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 河村議員がおっしゃるとおり、中国の工場がとまって

いる関係で、主に衛生器具、トイレであるとか手洗いの関係なんですが、それが

今注文がストップしているような状況であります。ただ、今回補正をしておりま

すので、工期が納入によって延びることはあり得るかもしれないんですが、工事

の金額は今回の補正の範囲内で対応できると思っております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

８番、谷口雅人議員。

○８番（谷口雅人） ２２ページのまちづくり推進費から、表記につきましては

２３ページの下段のほうにあります物件移転補償費ですけど、これは何になりま

すか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 地域情報化推進事業に係る物件移転補償費になります。

今回の補正は決算見込みによる増とさせていただいています。

○議長（大河原昭洋） 谷口雅人議員。

○８番（谷口雅人） 対象物件というのは見込みだけと言われても、対象物件が

何なのかというのがちょっとわからないんですが。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） これは予測できるものと予測できないものが通常あり
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ますので、見込みということで予算要求させていただいております。

○議長（大河原昭洋） 事業の具体的なところを教えてあげてください。

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 例えば電柱を移転したときとか、そういったもののと

きに物件移転補償とかが発生するというふうに考えております。

○議長（大河原昭洋） よろしいですか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 同じく地域活性化推進費の工事請負費、２４ページです

ね、この４，０００万円の内訳です。追加資料で出ているんですが、１つ、建物

が当初設計したものよりこれは面積がふえている、当初は３０１平米、今回これ

が３１５．１８平米となっているんですが、これは増築になっているんでしょう

か。そこら辺ちょっと確認したいんですが。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 本体の大きさはさほど変わっていないと、今回の補正

の額には影響していない、多少はあるかもしれませんけど大きな影響ではないと

考えております。ただ、今回はアスファルト舗装とか、場所が移設したことによ

り、総務常任委員会でも何度か説明させていただきましたけども、場所を移動し

たことによる影響する工事費がふえたということで、予算要求をさせていただい

ているところでございます。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 当然、入札で落としたときには古いままの図面に基づい

て多分業者は入札したと思うんですよね。既に入札が済んで業者が決まってまし

たね。そのときにはこの古い黒塗りのところの建築図面で入札をしたんではない

かと思うんですが、今回、この９，３５０万円の中に例えば面積が多少ふえた分

もあって、その部分もこの中に総額が含まれているという見方でよろしいのか。

それとも、補正と契約との金額は別々なのか。ちょっとそこら辺を。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 何度も説明させていただいておりますけども、まず、

本体の大きさはさほど変わっていないというのが先ほども説明させていただきま

した。このたび入札した内容につきましては、場所が変更した上での入札とさせ

ていただいております。ただ、全てをアスファルト舗装の面積をふやしたりだと
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か、倉庫というようなとこもありましたけども、そういったものを外して予算の

範囲内で入札できる額での入札をさせていただいたということでご理解いただき

たいと思います。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 私が聞いているのは、さほど変わってないということの

説明なんだけど、実際には古いものが場所が変わっただけでこっちに来たという

ものでないんですね。若干面積変わってますね、それで若干工事費に影響してい

るんじゃないかなという気がしたもので、ちょっとそこら辺の確認がしたかった

んですが、全く旧来のものが場所が移転しただけではない、ちょっとそこの確認

です。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 場所が移動したことによって大きく影響したという内

容なんですけども、総務常任委員会のときも説明させていただきましたけども、

大きいものは舗装ですね、アスファルト舗装の面積が大きくなったということと、

その移動したことによって電気の配線の工事が増加、あと、排水の工事も増加し

たというのが大きな要因でございます。

本体の大きさにつきましては、多少は変わっておりますけども、工事費が大き

く動いた原因には、多少はなるんですけども、その大きな要因にはないというふ

うな認識でございます。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 本体の面積の違いは、例えばワークショップを行って

おりますので、当初なかった例えばバーベキュースペースが欲しいだとか、そう

いったところで若干の変更はあるとは思っておりますが、今回の変更の増加によ

る大きな要因としましては何度も申しますけども、そこが大きな原因だとは思っ

ていないということでございます。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 図書館費の工事費、委員会で若干説明があったんですが。

○議長（大河原昭洋） ページ数を指定してください。

○９番（岸本眞一郎） ４４ページ。工事請負費です。地中に障害物があって、

それを掘り起こすのに何かお金が余分にいるような話だったんですが、もう実態
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としては基礎工事等が必要な工事というのは多分ないと思うんですが、何かこれ

から地中に障害物が掘り起こさないけんような状況というのは、もう少しそこら

辺説明していただけませんか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） ２月１７日の総務委員会でも説明させていただいたん

ですが、本体の基礎工事は終わりつつあります。ただ、これからは外溝の工事の

ところで主には進入路になるところですが、そこの支障になる構造物を撤去を見

込んでおります。それと、これまでに支障となったものも含まれております。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 今、進入路ということで多分表面の舗装とか、そういう

部分だと思うんですが、余りそんなに地中物を掘り起こして大きなお金かけてせ

んでも、表面若干突き出ていればとらなければいけないでしょうが、今回の３，

７００万円、何か余りにも工事費が高くて何でこのように大きなお金がいるのか、

ちょっとわかりにくいんですが。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） これも前回の総務常任委員会で説明をさせていただい

たんですが、主に土木工事関係の増が先ほどの地中の支障物の状況であります。

それと処分費であります。それと、残土処分につきまして再利用できない残土が

発生したというのも説明をさせていただきました。大きな石等があって残土とし

て利用できないというものは処分ということでそれの処分費の増、それと別でネ

ットワーク工事で建物の中のＬＡＮの配線であるとか、そういったものを全く予

算に入ってませんでしたので、そのネットワークの関係で五百数十万円、それと

電話回線等の関係、これもこれまでちょっと予算に計上しておりませんでしたの

で、それが百数十万円、そのほか植木の伐採の除去ですけど、そういった工事が

含まれております。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） ２３ページのまちづくり推進費、智頭町住宅改修事業

リフォーム補助金、これは実績としては何件あったんでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 済みません。実績は今現在資料を持ち合わせておりま
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せんけども、予算より少なかったということでございます。

○議長（大河原昭洋） 中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） これは、補助率が確か１００分の１５、上限１５万円

の補助金だったと思います。約３００万円減額補正しているということは、約２

０件分は減額補正していることになります。２０件といったらかなりの件数であ

ります。従来であればリフォームの補助金というのは、住民の方が多数手が挙が

っていた事業だったと記憶しておりますが、これだけ減額になった要因というの

はどのようにお考えでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 今年度のリフォーム助成におきましては、薄く広くと

いいますか、額を少なくしてなるべく多くの方に利用していただこうということ

で制度を変えております。当初はかなり申し込みがあるのかなと思っていたんで

すけども、そういったことがなかなか見込みとは違っていたのかなというふうに

考えております。

ただ、来年度においても同じような制度の中で、もう１年度ぐらいは行ってみ

ようというふうに考えておりますし、今年度の実績だけでなかなか検証するとい

うのは難しいとは思うんですけども、周知等もしながら今後やっていきたいとい

うふうには考えております。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） この補助金に関しましては、定住策としてはとても有

効な補助金制度であると考えます。また、町内の大工さんやその他リフォームを

手がける業者さんにとっても有効な補助金であります。ですから、再度この３０

０万円の減額補正をしっかりと検証していただいて、住民の方が利用しやすい魅

力的な補助金に来年度つくり上げるということは、重々必要なことだと私は考え

ております。来年も今年度と同様の方策でいくという今の答弁だったので、いさ

さか不安ではあります。その点は、例えば来年度も同じような方針でいくけれど

も、実際ふた開けてみたら住民の方が手を挙げる人がいないということであれば、

即、制度をもっと充実させるとか、そのようなお考えはないのか、お聞かせくだ

さい。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 年度途中で制度を変えるというのは実際難しいという
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ふうに思います。ですので、ことし１年目実行してきたわけですので、その辺の

ところは議員おっしゃるとおり検証していく必要があるのかなというふうには考

えております。ただ、こちらのほうも周知不足というところも否めないのかなと

いうふうには思っています。

１つの例といたしまして広報、告知端末等で放送した後に実はやってしまった

というような方もいらっしゃいました。制度上やってしまってから、着工してか

らの補助はできないものですから、そういったことを考えると周知徹底というの

も今後必要なのかなということは考えております。現在のところはこの制度をも

う一年実行して、議員のおっしゃるとおり検証等をしていきたいというふうに考

えているところでございます。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） また、同じくそのリフォーム助成に関しまして約２０

件分の補助金が残っているわけです。これというのは、例えば１２月補正の段階

で１０件分減らしてみようかとか、不用額を上げないために努力というのをすべ

きではなかったんでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 努力すべきではなかったのかということを言われたら

そのとおりだと思います。頻繁に周知徹底をしないといけないというふうには思

っていますので、その辺も含めて検証だというふうに認識しておりますので、ま

た事業の周知の仕方等今後検討していきたいというふうに思います。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

４番、河村仁志議員。

○４番（河村仁志） 本冊２３ページ、まちづくり推進支援事業ですけども、ま

ちづくり支援事業補助金の１，８００万円の減ということなんですけど、概要書

のほうには婚活の補助金が減ったとか、婚活で１，８００万円も減るわけないと、

ほかにどういった主要な事業といいますか、手挙げの事業をされるところがなか

ったのか、ということが原因で高貴な減額になっているのかということでよろし

いでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） まちづくり支援事業に関しましては、智頭町まちづく

り支援事業ということで団体さん等に対して最大１，０００万円規模の助成制度
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を設けております。これが２，０００万円の予算の中で今年度は１件しかなかっ

たというのが実績でございます。婚活につきましては４団体を予算要求しておっ

たんですけども、１団体といったことで、主に大きなものはそのまちづくり支援

事業の申請数が１件しかなく、その１件も２００万円程度だったということでご

ざいます。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） 同じページのこのまちづくりの１９番の負担金補助及び交

付金、面倒なのでちょっとまとめて言いますので丸でもしておいてください。

まず、２番目の智頭町ＵＪＩターン住宅支援事業補助金、当初６００万円ほど

で９月補正で２００万円プラスしています。ところが今回１４０万円ほど減で、

というのが事実であります。次の、太陽光、当初予算確か８８万円、大部分の６

５万円減、今の２つ飛んで婚活のが当初８０万円が６０万円減、これもリフォー

ム飛ばして移住支援金、６月補正で２００万円プラスなのに全額減、次の地域の

空き家云々が９月補正で６０万円計上したのに全額減。

細かい説明は結構なんですが、単に実績減という総務課長の説明がありました

けども、なぜという理由、主な、単純な見込み間違いですより何かないでしょう

か。ちょっとその辺を説明してください。

○議長（大河原昭洋） 酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） まずＵＪＩターンにつきましては、これは本当に実績

でございますので申し込みがなかったというところでございます。太陽光につき

ましては３件予算を確保していたんですけども１件の申請ということで、なかな

かこの太陽光につきましては問い合わせも年々少なくなってきているのが現状で

ございます。

あとは、移住支援金と地域の空き家を活用したまちづくり支援事業補助金、補

正でつけていただいております。この移住支援金につきましては、都市部の方が

智頭町に移住してこられて起業した際の支援金ということで、県・国と連動した

事業になっております。地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金に関

しましては、町内の空き家を活用する団体等がワークショップ等何かソフト的な

イベントをする際に支援するというものでございましたけども、これも周知等が

徹底できていなかったというところも反省すべきところではあるんですけども、
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そこが一番大きなところではあるというふうに認識しております。

ただ、こういった移住支援金ですとか、空き家を活用したまちづくりの団体を、

これからも育成していく必要があるという課題は大きく突きつけられているとこ

ろでございます。今年度につきましては、確かに補正予算でつけていただいたに

もかかわらず、この減額というような事態になっていたということはこちらも反

省すべき点だなということで認識しております。

○議長（大河原昭洋） ５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） いろんな事情で、特に国・県補助絡みのものはある程度お

つき合い的なことが生じるのかもしれません、私もわかるわけですけども。見込

みがある程度あってこその補正だと思うので、恐らくその当時はそれなりにあっ

たんじゃないですか。全くないのに計上するはずない。だから結果的に見込んだ

相手方が何かの事情で取りやめになった、いいほうに考えれば。当初の計上され

るときの精査というか、その辺が弱かったのかなと、結果的に一言言えば。また、

新年度予算に向けて気をつけていただければと思います。

終わります。

○議長（大河原昭洋） そのほか、ございませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） ４１ページから４２ページ、小・中学校の情報通信ネッ

トワーク整備事業で、当然これからパソコンが児童生徒１人当たり１台ずつ国の

ほうが配るような構想もあるようなんで、その前にこのネットワークをきちんと

整備するということで大変有効なんだと思うんですが、これから通信の中で５Ｇ

という通信速度の速いものが主流になってくるんですが、今回のこのネットワー

ク等にそういったところは構想に入っているんでしょうか、そこら辺どうでしょ

うか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） ５Ｇは想定をしておりません。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） では、これからほぼ５Ｇが主力になってくるのが想定さ

れるんですが、実際にまだまだ今は大都市圏なんですが、これから随時地方に基

地局が整備されて使えるようになってくるんですが、せっかくこれだけの予算つ

ぎ込む中で、もうちょっと将来を見通して先行投資ということが必要なのではな
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いでしょうか。また次の新しい通信が主流になったときに新しい経費をかけてま

た構築するというようなことになると思うんですが、もう少しそこら辺考慮の余

地があるような気がするんですが、今のところこの予算だからそういった対応が

できないという事情があるのかどうか、そこら辺どうですか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 今回のこの事業ですが、昨年末に文科省のほうが急遽

ＧＩＧＡスクール構想ということで打ち出した事業でございまして、とてもそう

いった準備が、すごくタイトな中で準備をしてきております。それと、先ほど議

員がおっしゃる５Ｇについては、今回は補助対象となっておりませんので、今回

はまだいつ普及するかもちょっとわからない状態でありますので、今回は対象と

しておりません。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） ３５ページ、林業振興費の地域林政アドバイザー賃金。ち

ょっとこれに入る前に、先ほどの企画課のも一例で私さっき質問しましたけども、

他の課にも同様な減額補正がたくさんあります。一々言いません、さっきの議論

を通じて反省すべきことは反省していただければと思います。

この地域林政アドバイザー賃金、当初予算が２９０万円ほどあって、９月補正

で一旦１４７万円減にしている。なおかつ今回また８９万円ほど減に、どういう

要因があったんですか、減にされた。

○議長（大河原昭洋） 山本山村再生課長。

○山村再生課長（山本 進） 今回の減額補正は、勤務実態に応じた減額という

ことで、大体週１回程度勤務ということでございます。一旦９月補正で洗ったん

ですけど、もともと当初予算ではフルタイム勤務ということで予算措置しており

まして、従事してもらっている内容が森林経営計画の策定とか変更、あるいは新

たな森林管理システムの稼働といったような部分で、職員であるとか、それから

事業体への指導に携わっていただいています。余りべったり出てきてもらってと

いうことで、余り過度にアドバイザーに依存しとっては、いつまでたってもおせ

にならんということもあります。週１回ぐらいで出てきてもらって、職員もかな

り自分で考えて行動できるようになってまいりました。ということで、少し長く

なりましたが勤務実態に応じた減額ということであります。
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以上です。

○議長（大河原昭洋） ５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） わかりましたけども、余りアドバイザーさんを当てにせず

ということがありましたが、むしろせっかくお願いしているんだからどしどし使

って、本人が他の業務でずっと勤められない事情があったら別ですよ。けど、な

いんであればせっかくあてがっておられる優秀な方ですから、有効に使われたら

いいかなという、これは意見です。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） ２９ページの子育て支援推進費の中で、森のようちえん

保育料軽減事業補助金が減になって、多分これは森のようちえんも第２子以降は

保育料無償になったということを受けてだったと思うんですが、そんなに人数が

多くないのにこんだけ多くな金額が減になったというのはどういう要因でしょう

か。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 今年度１０月から国の補助金が適用になったためでご

ざいます。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） ３１ページ、母子衛生費の産後ケア事業委託料、これ

はやわらかい風さんへの委託料かと思いますが、利用実績をお聞かせください。

○議長（大河原昭洋） 小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 利用実績はありません。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） 利用実績がないということの考えられる要因って、ど

のように感じておられますでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 要因としましては、要綱のほうに対象者を定めてい

るんですが、育児不安が非常に強い方といいますか、こちらが心配する方、本人

さんが心配される方というふうなことで、どなたでも利用できるというふうな事

業ではなかった関係で、そういった方が産後ケアのショートステイ等を使うとい
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うふうなことが必要性がなかったというふうなことになります。

○議長（大河原昭洋） １１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） それも踏まえて来年度何かお考えでしょうか。来年度

は来年度にしましょうか。答えられる範囲で、対象者を定めているので利用がで

きにくかったのであれば、それを来年度はもっと利用していただけるように、本

当に困っている方がちゃんと利用できるようにすべきではないかなと思うのです

が、そこの点をお聞かせください。

○議長（大河原昭洋） 小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 今年度の事業としましては、さっき申しましたよう

に育児不安の強い方ということで、やわらかい風さん等のショートステイという

ふうなことなんですが、実際なかったということにつきましては、そういった不

安な方というふうな方はなかった、あるいはそれまでにいろいろな形で訪問等い

ろんな支援をしておりますので、そういうふうなことで利用には至らなかったと

いうようなことです。

来年度といいますか、令和２年度につきましては、まだ要綱のほうは同じ体制

ですし、やわらかい風の供給体制といいますか、受け入れ体制自体も誰でも利用

できるというふうな体制では難しいというふうなことで感じております。また、

育みの郷といいますか、いのちねさん等のショートステイができたというふうな、

受け入れ体制のほうが充実して誰でも使えるというふうなことになれば、また要

綱等は考えていかないといけないかなと考えておりますが、今の現段階では今の

要綱でというふうな形で考えております。

○議長（大河原昭洋） ４番、河村仁志議員。

○４番（河村仁志） 本冊３６ページ、林業振興費の節の部分で言いますと負担

金補助及び交付金、先ほどの高橋議員と似たようなことになってしまうんですが、

質問内容が。全項目が全減額補正がかかっていまして、総額で２，３０４万６，

０００円。先般、若手林業担い手の皆さんと意見交換会をさせていただいたとき

に、どうしてもこの林業の若手の担い手の部分で、当初のイニシャルの部分とか

次に使う制度の部分が非常に窮屈で、今やっている自伐型林業等々でもなかなか

苦しい状況にあるというような意見が多々聞かれましたけども、もう少しここら

辺の補助金とか交付金のところで、若手の方が手は出しやすい方法に次年度ぐら

いから考えていただけたらと思います。どうでしょう。
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○議長（大河原昭洋） 山本山村再生課長。

○山村再生課長（山本 進） 事業によってハードルの高いもの、低いものがあ

るんですけど、例えば森林経営計画がないともらえない事業であるとか、そうい

うのがあるんですけど、来年度は新しい事業の中で全く新規で始められる方、そ

ういった方にも扱ってもらえるようなハードルの低い、そういった事業も来年度

当初予算で計上しておるところでございます。要するに段階を経て、最終的には

自分で出荷者番号をとって、石谷の市場に自分の持っているだけ収益を上げてい

く、そういった担い手が育っていけるような、そういった仕組みづくりといった

ことをこれからも考えていきたいと思っています。

以上です。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

８番、谷口雅人議員。

○８番（谷口雅人） ４１ページの事務局費で、県立養護学校通学費委託料２２

７万４，０００円、これ確かタクシーじゃなかったかと思うんですけど、これは

すごい幅なんですけど、どういう原因でしょう。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） これにつきましては、委託先がシルバー人材センター

に委託をしております。当初では２名の通学費の対象があったんですが、そのう

ち今年度利用されたのが１名となったため、その相当額を今回減額をしておりま

す。

○議長（大河原昭洋） ８番、谷口雅人議員。

○８番（谷口雅人） その１名はどういうふうになったんですか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 個人で通われたということです。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） ３３ページの農業振興費、下から２番目の自然栽培新

規就農者育成支援事業補助金ですが、これ結局自然栽培の新規就農者２名分が使

われてないということでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 山本山村再生課長。

○山村再生課長（山本 進） 当初予算で新規２名を見込んでおりました。それ
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なりに予算を組むときは候補者はあったんですが、ちょっと本業との兼ね合いと

かいろいろ考えられて、最終的には新規の就農には至らなかったということであ

ります。

今、３年目の方が１名といったような状況であります。自然栽培のグループの

中でも、こういう制度があるので活用しませんかという声がけはさせてもらって

ますが、なかなかそこまで至っていないというのが実情であります。

以上です。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

次に、繰越明許費から公債費の補正までの質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

最後に、再度一般会計全般にわたっての質疑を行います。

質疑はありませんか。

９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 図書館費のところの財源で、その他。多分これ教育施設

整備基金だったものを、これを減らして地方債に振りかえたというぐあいに受け

取れるんですが、ここの理由はどういうものだったんでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 國岡教育課長。

○教育課長（國岡厚志） 議員おっしゃる当初の予定ではそのようにしておりま

したが、やはり過疎債を利用すれば７割が交付税算入されるということもありま

して、今の時点ではなるべく有利な財源を利用してこの事業を進めたほうがよい

という判断で、この補正の理由とさせていただいております。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） じゃあ当初からそういう見通し、財源構成でもよかった

んじゃないでしょうか。私は、これまでせっかく目的基金である教育施設整備基

金を、これまで中学校や保育園も余り使わなかったと。やっと図書館で使ったか

な。多分、今後この教育関係で大きな投資が控えているということであれば、こ

ういうこともあるんでしょうが、やはり目的を持った基金を使って、少しでも起
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債残高を減らしていく。結局今、起債償還額が６億円、これからすぐに９億円台

になっていく。なのに、起債残高が減らない状況が続くんではないかなと心配す

るんです。

これは、担当課だけじゃなしに、財政の判断というものが大きいでしょうから、

もっとそこら辺財政のあり方を考えていかんと、何のために基金を積み立ててい

くのかなというちょっと疑問もわきます。ただ、予算概要のところにある起債残

高を、まだ少し下がるのを抑えるためにというようなことであっては大変だなと

いうぐあいに思うんですが、担当課より財政担当のほうでちょっと答えていただ

けませんか。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） その件に関しましては、先般の全員協議会の中でも若

干触れさせていただきましたが、当初は起債ということじゃなしに繰り入れとい

うことを考えてました。これは１つは過疎債の借入枠がなかなか割賦があったも

ので、全てが借り入れられないという可能性があったということ。それともう一

つは、先ほど議員が言われたように起債額を圧縮したいということがもう一つの

目的でございます。

その中で、過疎債の追加ということの起債の協議をした結果、智頭町に回せる

部分がまだあるよということになったもので、それであればせっかくの、先ほど

教育課長が説明しましたように、７割の交付税算入があるということで、そちら

のほうを使ったほうがいいのではないかという判断をしたところで、このたびは

この財源の組みかえをしたところでございます。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 今回トータルとして補正で増になったものがざっと１億

７，０００万円、減となったものが２億４，０００万円ということで、非常に減

になったものが多い。同僚議員からもあったように、やっぱり予算の精度という

ものが問われてくるという気がするんです、こういう観点から見て。やっぱりも

う少し予算の精度を高めると、繰入金もそんなに多く入れなくても済む、起債も

起こさなくても済むということがあるんで、もう少しここら辺の予算の立てると

きの精度というものが必要なのではないかというぐあいに思うんですが、その辺

はどうでしょう。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。
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○総務課長（矢部 整） 補正予算の関連質問ということでお答えをさせていた

だきますが、当初予算の段階においては当然、特に補助金関係、委託料関係につ

いては見込みの数字を申し上げた上で、それの根拠を担当課に示してもらいなが

ら査定をしているところでございます。その妥当性は、その時点では数字に件数

等々についての妥当性は認めた上でつけております。ただ、ある程度新しい事業、

新しい補助金等々については期待を込めた上での、例えば移住定住等々について

は、やはりそれだけの頑張っていただきたいということも含めた予算の貼りつけ

もしておりますので、若干件数、それから金額もボリュームが上がっているとこ

ろもあります。その関係で、結果となっては減額となることもあろうかと思いま

すが、そのあたりについてはご理解をいただきたいと考えております。

○議長（大河原昭洋） ９番、岸本眞一郎議員。

○９番（岸本眞一郎） 成立した予算というものは、町民にとっては自分たちの

財産なんですね。それが執行されないということは、自分たちにとっては大きな

意味で損失になると。そういうことがないように、本来なら成立した予算が十分

に１００％使われるような仕組みというのが必要ではないかという気がするんで

す。事業によっては、本当はもっと予算が欲しいんだけど限られた予算の中でや

りくりして、自分ところはこんだけしかもらえなかったという事業も多分あると

思うんです。本来なら、余ったところからそっちに回せるような仕組みというか、

そういうこともやりくりができると、住民にとっては満足度も高い予算執行にな

るというような気がしますので、十分この補正の結果というものをこれからに生

かしていただきたいと思います。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 先ほども担当課長がるる答弁したように、その点につ

いては例えば執行方法、周知方法等反省すべき点はあろうかと思います。つけた

予算は全て執行されたほうが町民の皆さんには当然幸せなわけですので、周知方

法であるとか、募集方法等についてももう少し頑張っていくようにやっていきた

いと考えております。

○議長（大河原昭洋） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。
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日程第４０、議案第１４号 令和元年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）の補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美）

議案第１４号 令和元年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）です。

補正予算書５０ページをごらんください。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７６８万４，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ８億１，１７６万２，０００円とします。

歳出につきましては、５７ページをごらんください。総務費、保健事業費、諸

支出金を決算見込みにより減額補正しております。

歳入につきましては、５６ページをごらんください。主に県支出金、基金繰入

金、繰越金で調整しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４１、議案第１５号 令和元年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）の補足説明を求めます。

藤森水道課長。

○水道課長（藤森啓次） 議案第１５号 令和元年度智頭町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）であります。

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９９万４，０００円減額し、その総

額を１，１０５万７，０００円とするものであります。

内容につきましては６４ページ、歳出をごらんいただきたいと思います。役務

費で９９万４，０００円、これはまいとしではございますが、水質検査機関のわ

かりやすく言うと値引きでございまして、まいとしございます。検査機関の減で

ございます。

それに合わせまして歳入のほうも６３ページでございますけども、給水使用料、



－８２－

一般会計繰入金ともに振り分けて９９万４，０００円を減額しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４２、議案第１６号 令和元年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）の補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 補正予算書６５ページをごらんください。

議案第１６号 令和元年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。

歳入歳出の総額にそれぞれ２２万５，０００円を増額しまして、総額が５２４

万５，０００円としています。

まず、歳入について説明させていただきます。７０ページをごらんください。

決算見込みによりまして、住宅新築資金貸付収入等、それぞれの収入を調整し

ております。

次に７１ページの歳出についてでございますけども、貸付金収入等の決算見込

みによりまして一般会計への繰出金も含め調整をしております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４３、議案第１７号 令和元年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）の補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 補正予算書７２ページをごらんください。

議案第１７号 令和元年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
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でございます。

歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，０１１万５，０００円を減額しまして、

総額２億９，７３１万６，０００円とするものです。

まず、歳出についてでございますけども、７９ページをごらんください。スト

ックマネジメント基本計画の変更による減額を行うとともに、ゆめが丘の下水道

管敷設工事の減額のほか、決算見込みにより減額をしております。

歳入につきましては、７８ページのとおり、国庫補助金の減額、一般会計繰入

金及び町債の減額をしております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４４、議案第１８号 令和元年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）の補足説明を求めます。

江口税務住民課長。

○税務住民課長（江口礼子） 補正予算書８２ページをごらんください。

議案第１８号 令和元年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）でございます。

歳入歳出予算の総額からそれぞれ７４８万２，０００円を減額し、総額３億３，

５４４万３，０００円としています。

８９ページ、歳出でございますけれども、７月西日本豪雨災害に伴う管路敷設

工事について、河川護岸工事の進捗状況により今年度はできなかったため減額を

しております。また、そのほか決算見込みによりまして調整を行っております。

歳入では、８８ページのとおり、県支出金・補助金、一般会計繰入金、町債を

減額しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４５、議案第１９号 令和元年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）の補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第１９号 令和元年度智頭町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）でございます。

補正予算書９２ページをごらんください。

歳入歳出の予算の総額から歳入歳出それぞれ２３２万円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１０億９，１５６万４，０００円とするものです。

歳出につきましては、１００ページをごらんください。主なものとしましては、

東部広域行政組合介護認定負担金の実績見込みに伴う増額と、介護予防サービス

事業費の実績見込みに伴う増額を措置しています。その他実績見込みに伴う各減

額措置のほうも行っております。

歳入につきましては、９７ページをごらんください。財源につきましては、国、

県、基金のルール分と一般会計からの繰入金で調整しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４６、議案第２０号 令和元年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）の補足説明を求めます。

小谷福祉課長。

○福祉課長（小谷いず美） 議案第２０号 令和元年度智頭町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）です。

補正予算書１０４ページでございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１８４万１，０００円を増額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ９，１２２万円とするものです。

歳出につきましては、１１０ページをごらんください。歳出は後期高齢者医療
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広域連合納付金の増額と保険料還付金の見込みの減額を行っております。

歳入につきましては、１０９ページをごらんください。財源につきましては保

険料、繰入金、諸収入で調整しております。

以上です。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４７、議案第２１号 令和元年度智頭町水道事業会計補正予算（第３

号）の補足説明を求めます。

藤森水道課長。

○水道課長（藤森啓次） 補正予算書１ページでございます。

議案第２１号 令和元年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号）であります。

資本的支出、これの額を５，４４８万１，０００円減額いたしまして、当初予

算９，１９９万２，０００円から３，７５１万１，０００円に減額するものでご

ざいます。

内容につきましては、３ページのほうに書いております。ほぼ工事請負費でご

ざいまして、備考に書いてございます第２水源地取水施設改良工事費分の減、老

朽管更新工事費分の減ということになっておりまして、総務委員会でも若干説明

させていただきましたが、県と同時進行の工事であったため、今回同時進行がち

ょっと難しいということで、来年度以降に見送りということになって減額をさせ

ていただくことになりました。

以上でございます。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４８、議案第２２号 令和元年度智頭町病院事業会計補正予算（第３

号）の補足説明を求めます。
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矢部病院事務部長。

○病院事務部長（矢部久美子） 失礼いたします。

議案第２２号 令和元年度智頭町病院事業会計補正予算（第３号）でございま

す。

予算書１ページをごらんください。

収益的支出のうち、病院事業費用の補正額及び総額に増減はございませんが、

項の医業費用を５６６万７，０００円減額し、同額を訪問看護事業費用に組みか

えるものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） 一般会計から３７０万円ほど繰り出ししているんですけど、

例えば２ページの表ではどこにそれが当たってますでしょうか。

○議長（大河原昭洋） 矢部病院事務部長。

○病院事務部長（矢部久美子） ２ページですか。２ページにはこれは該当する

項目がございませんが。

○議長（大河原昭洋） 一般会計の３７０万円ぐらいの繰り出しがありますか。あ

れはどこに当たるのかという、そこをちょっとお示しいただけますか。

○病院事務部長（矢部久美子） はい。そうしましたら、ページ数が８ページの

ほう、損益計算書になります。これの７番、医業外収益の負担金交付金のところ

になります。

○議長（大河原昭洋） ５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） ようわからんですけど、今の８ページの７の（２）の負担

金交付金の３，８９６万２，０００円の中に入っているということで、支出は特

定できんということですか。

○議長（大河原昭洋） 矢部病院事務部長。

○病院事務部長（矢部久美子） 智頭病院の一般会計からの繰入額は、最初から

その３７０万円の福祉課からの繰入額を含んだ総額で予算を立てております。し

たがいまして、今回の補正にはそこは含まれておりません。
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○議長（大河原昭洋） ５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） 一般会計から病院のために使うって３７５万ほど支出があ

りますから、今回の病院の会計のどこかの補正でそれが入っているのかなという

単純なことなんですけど。

○議長（大河原昭洋） 矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 提案理由等の中でも若干触れましたが、当初の繰り出

しを算定したときに、繰り出しについては国の繰り出し基準に基づいて算定をし

ておるわけですが、その後算定が誤りがあったということで病院のほうから申し

出があって、１年かけてその算定をもう一度やり直した結果、この三百幾らとい

うものが繰出金で繰り出すべき金額であるということですので、先ほど議員が質

問された歳出の中でそれがどちらのほうでふえているのかということではなしに、

歳入が本来町のほうの繰出金が措置するべき金額が、当初算定の中で措置されて

いなかったというのが実態でございます。

○議長（大河原昭洋） ５番、高橋達也議員。

○５番（高橋達也） はっきりよくわからんとこですけど、会計上は間違いない

ということでいいですね。わかりました。

○議長（大河原昭洋） 自治体病院の負担がちょっと金額の計算が間違っていた

ということで。

ほか、ございませんか。

１１番、中野ゆかり議員。

○１１番（中野ゆかり） とても小さな数字の間違いを気づいてしまったので、

この議案が先決なもので今、発言させていただきます。

５ページの手当の内訳の期末手当、一番下です。期末手当、ここ比較が８では

ないですかね。９じゃなくて８かなと思いまして。

○議長（大河原昭洋） 矢部病院事務部長。

○病院事務部長（矢部久美子） ご指摘ありがとうございます。そのとおりです。

○議長（大河原昭洋） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

日程第４９、議案第４３号 工事請負契約の締結についての補足説明を求めま

す。



－８８－

酒本企画課長。

○企画課長（酒本和昌） 議案書４２ページをごらんいただきたいと思います。

議案第４３号 工事請負契約の締結について。

これは、工事請負契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項の

規定により本議会の議決を求めるものでございます。

工事名、智頭町立富沢コミュニティセンター新築工事。工事場所、智頭町大字

新見。請負金額、９，３５０万円。契約の相手方、智頭町大字市瀬１４７８番地

５、株式会社寺谷組 代表取締役 平尾義之。契約方法、指名競争入札。

以上でございます。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

これで、補足説明及び質疑を終わります。

暫時休憩します。

議員の皆さんは全協室で議案に対する部分を確認させていただきたいと思いま

す。

休 憩 午後 ３時４４分

再 開 午後 ４時１５分

○議長（大河原昭洋） 休憩前に引き続き会議を開きます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 議案第１３号の修正に関する発言の許可をいただきま

すようにお願いいたします。

○議長（大河原昭洋） 提案のありました議案第１３号の修正について、総務課

長より発言を認めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

それでは発言を認めます。

矢部総務課長。

○総務課長（矢部 整） 提案をしております議案第１３号 令和元年度智頭町
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一般会計補正予算（第６号）の予算書の一部について、修正をお願いしたいと考

えております。

修正の部分につきましては６ページの繰越明許費でございます。その中の１０、

教育費、４、社会教育費、新図書館建設事業につきまして、皆さんのお手元にお

配りしておる修正案のとおり修正いただくようによろしくお願いいたします。

以上であります。大変申しわけありません。

○議長（大河原昭洋） 説明は終わりました。

修正案について質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 質疑なしと認めます。

お諮りします。

お手元に配付の修正案のとおり、修正することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

よって、修正案のとおり修正することに決定いたしました。

日程第３９、議案第１３号 令和元年度智頭町一般会計補正予算（第６号）の

討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４０、議案第１４号 令和元年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。
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本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４１、議案第１５号 令和元年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４２、議案第１６号 令和元年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４３、議案第１７号 令和元年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
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（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４４、議案第１８号 令和元年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４５、議案第１９号 令和元年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４６、議案第２０号 令和元年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）
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○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４７、議案第２１号 令和元年度智頭町水道事業会計補正予算（第３

号）の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４８、議案第２２号 令和元年度智頭町病院事業会計補正予算（第３

号）の討論を行います。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

日程第４９、議案第４３号 工事請負契約の締結についての討論を行います。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 討論なしと認め、直ちに採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立 １０名）

○議長（大河原昭洋） 起立多数です。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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日程第５０．陳情について

○議長（大河原昭洋） 日程第５０、陳情についてを議題とします。

今期定例会において、本日までに受理した陳情はお手元に配付しております陳

情文書表のとおりであり、所管の常任委員会に付託しましたので報告します。

お諮りします。

各委員会審査等のため、３月１０日から３月１７日までの８日間を休会とした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大河原昭洋） 異議なしと認めます。

よって、３月１０日から３月１７日までの８日間を休会としたいと思います。

３月９日は午前９時から本会議を開き、一般質問を行います。

休会中は委員会等を開き、付託案件の審査等をお願いいたします。

来る３月１８日は本会議を開き、各委員会の報告を求め、質疑、討論並びに採

決を行います。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散 会 午後 ４時２２分



－９４－

地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。

令和２年３月６日

智頭町議会議長 大 河 原 昭 洋

智頭町議会議員 河 村 仁 志

智頭町議会議員 高 橋 達 也


